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はじめに 

 

 ＰＦＩは、これまで公共が担ってきた事業分野において、官民の適切な役割

分担のもとで、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、公共サービス

をより効果的、効率的に提供するための事業手法です。 

 国においては、平成 11 年７月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律（ＰＦＩ法）」が成立、同年９月に施行され、平成 12 年

３月には、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に

関する基本方針」（基本方針）が告示されました。さらにＰＦＩ事業の「実施プ

ロセス」及び「リスク分担」（平成 13 年１月）、「ＶＦＭ（Value for Money）」（平

成 13 年７月）に関するガイドラインがそれぞれ示されました。 

 これらを踏まえて、本市においては、平成 12 年５月に「神戸市ＰＦＩ推進会

議」を設置して、ＰＦＩに関する情報収集や課題の検討を行い、平成 13 年 12

月にＰＦＩの概要や実施事例などを解説した「ＰＦＩ推進会議報告書」を作成、

公表しました。また、「財政再生へ向けたゼロベースからの改革」を掲げて、平

成 14 年 11 月に報告された「行財政改善懇談会報告書」では、「収益施設につい

ては、民間との役割分担をふまえ、ＰＦＩや民営化について積極的に実施を検

討すること」とされました。 

 これらを受けて、平成 22 年３月に、本市におけるＰＦＩ導入の基本的な考え

方や導入検討・実施手順などを取りまとめた「神戸市ＰＦＩ指針」を作成しま

した。この指針に基づき、既存施設について大規模改修や運営の見直しが必要

な場合、又は新たな施設整備が不可欠な場合に、ＰＦＩの検討を行い、コスト

や将来発生する可能性のあるリスクを算定し、コストの縮減やサービスの向上

につながる場合には、ＰＦＩを積極的に活用することとしてきました。 

 その後、平成 23 年６月、平成 25 年５月、平成 27 年９月にＰＦＩ法が改正さ

れ、これに伴い、基本方針や各種のガイドラインが変更または改正されました。

さらに、平成 27 年 12 月には「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討

するための指針」が公表され、地方公共団体等に通知されました。 

 これらを踏まえ、平成 29 年３月に、「神戸市ＰＦＩ指針」を改訂し「神戸市

PFI 等指針」としました。この改訂版の指針に基づき、これを踏まえて多様な

PPP/PFI 手法の導入を優先的に検討します。 

 また、この冊子がＰＦＩ等関連の民間事業者の方々にも活用していただけれ

ばと考えています。 

 なお、今後ＰＦＩ事業の実施状況や、法制度等のＰＦＩにかかる環境整備状

況などを踏まえながら、適宜、この指針を改訂し、内容の充実を図っていきま

す。 

平成 29 年４月 
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第１章 ＰＦＩの概要 

 
 

 
 
 
1-1 ＰＦＩとは  

 

「ＰＦＩ（Private Finance Initiative）」とは、公共施設等の建設、維持管理、

運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法です。 

 

 公共施設等の建設や維持管理運営に、民間の活力を活用する最大の目的は、民

間の持つ経営・技術・管理運営等のノウハウやそれに裏付けされた創意工夫を

最大限に引き出し、事業の効率的な推進と事業コストの削減を図り、納税者負

担の軽減や利便性の増進等を図ることです。  

 

 

 

1-1 ＰＦＩとは 

1-2 ＰＦＩの効果（期待されるメリット） 

1-3 ＰＦＩの基本的理念 

1-3-1 ＶＦＭ（Value For Money）の最大化 

1-3-2 民間からの公共サービスの調達 

1-3-3 官民の適切なリスク分担 

1-4 ＰＦＩ事業の原則 

1-5 ＰＦＩの事業主体・対象施設 

1-6 ＰＦＩの事業類型 

1-7 ＰＦＩの事業方式 

1-8 ＰＦＩの事業スキーム等 

1-8-1 事業スキーム 

1-8-2 事業プロセス 

1-8-3 ＰＦＩ事業における資金調達方法 

1-9 ＰＰＰ/ＰＦＩ手法及び各手法との比較 

1-9-1 ＰＰＰ/ＰＦＩとは 

1-9-2 従来方式とＰＦＩ手法の比較 

1-9-3 指定管理者制度と公共施設等運営権方式の比較  
 1-10 ＰＦＩと民間事業者の参画  
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1-2 ＰＦＩの効果（期待されるメリット） 

 

ＰＦＩを導入することにより、次のような効果が期待されます。 

 

１．低廉かつ良質な公共サービスの提供 

民間事業者の経営能力及び技術的能力を活用し、リスク aの適切な分担により、

事業全体のリスク管理を効率的に行うことや、設計、建設、維持管理及び運営の

全部又は一部を一体的に扱うこと等により、事業期間全体を通じての事業コスト

の削減が期待できます。 

また、同時に多様化する利用者ニーズを適切に公共サービスメニューに反映さ

せ、利用者の満足度を高めるといった民間の柔軟な発想や努力等によって質の高

い公共サービスの提供が期待できます。 

 

２．リスク・役割分担の明確化による事業の円滑な遂行 

事業遂行上での不確定要素を可能な限り予測して、官民のリスク及び役割分担

を明確にすることによって、円滑な事業運営を行うことが可能となります。  
 

３．財政支出の平準化 

ＰＦＩでは民間事業者が資金を調達し、施設の設計、建設、維持管理及び運営

の全部又は一部を一体的に行います。一方、公的部門は民間が行う公共サービス

の提供に対し、事業期間中のサービス提供の対価を支払います。 

このため公的部門の財政支出は、公的部門が自ら事業を実施した場合に比べ、

後年度に平準化されます。 

 

４．新たな官民のパートナーシップの形成 

ＰＦＩは、従来、公的部門が担ってきた事業（公共サービス）を、官民の適切

な役割分担に基づいて民間事業者が行うようになるため、新たな官民のパートナ

ーシップの形成が期待されます。 

 

５．民間事業機会の創出 

ＰＦＩでは、これまで民間参入が認められなかった事業領域や規制等によって

制約を受けていた事業分野に新規参入を認め、あるいは規制を緩和することで、

民間活動領域の拡大につながります。 

 

 

                                                   
a 契約の締結時点では、当該事業の事業期間中に発生する可能性のある事故、需要の変動、天災、

物価の上昇等の経済状況の変化等一切の事由を正確には予測し得ず、これらの事由が顕在化した場

合、事業に要する支出または事業から得られる収入が影響を受けることがあります。当該事業の実

施にあたり、契約等の締結の時点ではその影響を正確には想定できないこのような不確実性のある

事由によって、損失が発生する可能性をリスクといいます。  



 - 6 -

1-3 ＰＦＩの基本的理念 

 

1-3-1 ＶＦＭ(Value For Money)の最大化 

 

ＰＦＩ手法を導入する場合の大前提としては、従来方式に比べ、ＰＦＩ事業とし

て実施した場合のほうが、公共資金の効率的活用が図れることが必要となります。

この効率性に関する比較優位評価を行う指標となるのが、ＶＦＭです。 

ＶＦＭ bは、下図に示すように、①従来型の整備方式で実施する場合のライフサイ

クルコスト(LCC:Life Cycle Cost)（ＰＳＣ c）と②ＰＦＩ手法で行った場合のライ

フサイクルコスト（ＰＦＩ事業のＬＣＣ d）を比較（①－②）して行う定量的評価と、

公共サービスの水準等定量化できない成果を評価する定性的評価により評価され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府 HP 

 
1-3-2 民間からの公共サービスの調達 

 

ＰＦＩが従来型の整備方式と大きく異なる点として、次のことが挙げられます。 

①公的部門は公共サービスの直接提供者ではなく、これを提供する民間事業者

に料金を払って調達する立場となること 

②民間事業者は従来のような請け負いではなく、サービス提供のために必要な

施設等の設計、建設、維持管理及び運営の全部又は一部を一体的に担うため、

経営努力による効率性や成果を追求することによって、収益性を高めること

ができるというインセンティブが与えられること 

                                                   
b 「VFM」とは、一般に、「支払に対して最も価値の高いｻｰﾋﾞｽを供給する」という考え方です。

同一の目的を有する２つの事業を比較する場合、支払に対して価値の高いｻｰﾋﾞｽを供給する方を他

に対し「VFM がある」といい、残りの一方を他に対し「VFM がない」といいます。  
c 公的部門自らが実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値を

「PSC」（Public Sector Comparator）ということとします。  
d PFI 事業として実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値を「PFI
事業の LCC」ということとします。  
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1-3-3 官民の適切なリスク分担 

 

ＰＦＩにおいては、建設から運営までの長期にわたるライフサイクル期間におい

て、これまで公的部門が担ってきた様々なリスクを、『当該リスクを最もよく管理

できる者が当該リスクを分担する』という考え方のもとで、官民でリスクを分担し

ます。民間事業者が分担可能なリスクを適切に移転することにより、ＶＦＭの最大

化を図ることができます。 

したがって、事業に応じて個々のリスクを分析のうえ、公的部門が分担すべきリ

スクは公的部門に留保するなど、官民の適切な分担を行うことが重要です。 

リスクの移転とＶＦＭの間には次のような相関があります。 

 

ＶＦＭ 

最大値 

 

 

従来型 

ＶＦＭ 

 

 

0      従来型    最適化  民間事業者へのﾘｽｸ移転量 

 

 

（参考）主なリスク分担の例 

段階 種   類 内     容 
負担者 

市 事業者 

共通 不可抗力 大規模な災害等による負担増等 ○ ○ 

法令等の変更 市の条例・規則の変更 ○  

事業の中止・延期 民間事業者の責任による遅延・中止  ○ 

第三者賠償 運営等における第三者への損害  ○ 

物価変動 物価変動による負担増等 ○ ○ 

設 計

整備 

設計及び工期の変更、工

事費等の増大 
市の提示条件以外の変更  ○ 

測量調査等の誤り 民間事業者が実施した測量等の誤り等  ○ 

管 理

運営 

市場環境の変化 利用者の減少、競合施設の増加  ○ 

施設の改修 施設の改修  ○ 

開業の遅延 工事遅延・未完工による開業の遅延  ○ 
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1-4  ＰＦＩ事業の原則  
 

ＰＦＩの基本理念や期待される効果を実現するため、ＰＦＩ事業は次のような原

則等のもとで実施することが必要です。 

 

５つの原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つの主義 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共性原則：公共性のある事業であること 

■民間経営資源活用原則：民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること 

■効率性原則：民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的

かつ効果的に事業を実施するものであること 

■公平性原則：特定事業の選定、民間事業者の選定において、公平性が担保さ

れていること 

■透明性原則：特定事業の発案から事業の終了に至る全過程を通じて、透明性

が確保されていること  

■客観主義：各段階での評価決定について客観性があること 

■契約主義：公共施設等の管理者等と選定事業者との合意について、明文によ

り、当事者の役割及び責任分担等の契約内容を明確にすること 

■独立主義：事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上

の独立性が確保されていること 
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1-5 ＰＦＩの事業主体・対象施設 

 

ＰＦＩは、公共施設等の建設等を対象とすることから、その事業主体は、国（各

省庁の大臣）、地方公共団体の長（都道府県知事、市町村長等）、特殊法人等の公共

法人になります。そして、次の施設がＰＦＩの対象施設として、ＰＦＩ法第２条に

掲げられています。 

 

公共施設 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等 

公用施設 庁舎、宿舎等 

公益的施設 賃貸住宅、教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施

設、更生保護施設、駐車場、地下街等 

その他施設 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃

棄物処理施設を除く）、観光施設、研究施設、船舶、航空機等の輸

送施設及び人工衛星（これらの施設の運行に必要な施設を含む） 

※ただし、道路等の公共施設の整備が複合的に組み合わされた市街地再開発事

業、土地区画整理事業その他市街地再開発事業を含みます。  

 

なお、上記の表からＰＦＩの対象となる事業は、施設整備に限定して捉えるので

はなく、それら施設等を有効に活用・運営して、市民へサービスを提供するもの（ソ

フト）と捉えることが必要です。 

例えば、 

・各種情報提供等による走行円滑性・快適性と安全性を有する道路サービス 

・回遊性（平常時）や防災拠点性（非常時）を有する公園サービス 

・生涯学習や福祉分野に寄与する多彩なメニューを持つ文化サービス 

といったサービスを、ＰＦＩで提供することになります。 
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1-6 ＰＦＩの事業類型 

 

ＰＦＩは本来、公的部門が直接提供するサービスを民間事業者が代わりに行うこ

とになります。本来公的部門が行うべき分野というのは、民間事業に馴染みにくい

ものであることから、ＰＦＩ事業の多くは「サービス購入型」で実施することにな

ります。また、施設の利用者から料金を徴収するなど、より民間事業に近いものに

ついては、「混合型」や「独立採算型」で実施することになります。 

前述の３つの類型は、「ＰＦＩ事業者の資金の回収方法」という点に着目して類型

化されたものであり、以下のように整理されます。 

 

類 型 サービス購入型 混合型 独立採算型 

内 容 民間事業者は、自ら調達

した資金により公共施設

等の設計、建設、維持管

理及び運営を行い、公的

部門はそのサービスの購

入主体となります。民間

事業者は、公的部門から

のサービスの対価の支払

いにより事業コストを回

収します。  
 

民間事業者は、自ら調達

した資金により公共施設

等の設計、建設、維持管

理及び運営を行い、公的

部門から支払われるサー

ビスの対価と利用料金収

入等の受益者からの支払

の双方により事業コスト

を回収します。 

公的部門からの事業許可

等に基づき、民間事業者

が自ら調達した資金によ

り公共施設等の設計、建

設、維持管理及び運営を

行い、施設利用者からの

利用料金収入等の受益者

からの支払のみにより事

業コストを回収します。 

公 的 部

門 の 関

与 

公的部門がサービス提供

の対価の全部を支払いま

す。 

公的部門がサービス提供

の対価の一部を支払いま

す。 

公的部門の負担は基本的

にはありません。 

国内 

事例 

卸売市場（神戸市中央卸

売市場）、病院（神戸市立

中央市民病院）、学校、美

術館、給食ｾﾝﾀｰ、ﾕｰｽ･ﾌﾟﾗ

ｻﾞ他 

国民宿舎（摩耶ロッジ）、

ロープウェー（新神戸ロ

ープウェー） 

ﾌｨｯｼｬﾘｰﾅ(ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸ﾌｨｯ

ｼｬﾘｰﾅ)、ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ、駐車

場 

モデル図  

 

 

 

 

 

 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｻｰﾋﾞｽ   利用料金 

提供       支払 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｻｰﾋﾞｽ   利用料金 

提供       支払 

 

 

 

 

 

 

公的部門  

PFI 事業者  

利用者  

公的部門  

PFI 事業者  

利用者  

公的部門  

PFI 事業者  

利用者  

サービスの

対価支払  事業契約  
サービスの

対価支払  事業契約  事業契約  
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1-7 ＰＦＩの事業方式 

 

整備された施設の所有と管理運営形態ごとの主な事業方式とそれぞれの特徴をま

とめると次のようになります。 

 

※）ROT（Rehabilitate  Operate  Transfer） 

  BOT における建設でなく、既存の施設を補修（Rehabilitate）し、一定期間 

  運営後、公共に移管する方式も考えられます。 

 

概要 官民の役割分担 議会議決 課題等
（官）設計・建設・維
持管理・運営の各段階
における事業のモニタ
リングを実施します。
この他に事業推進のた
めの協力も行います。

（民）資金調達・設
計・建設・所有・維持
管理・運営・譲渡を担
います。

ＢＯＯ
Build
Operate
Own

民間事業者が施設を建
設し、契約期間中は施
設を所有し、施設の維
持管理・運営を行いま
す。契約期間終了後、
施設は市への譲渡を行
わず、ＰＦＩ事業者が
保有し続けるか、撤去
します。

（民）基本的にはBOTと
同じですが、BOTから施
設譲渡を除いた形態で
す。

BOTと同様 BOTと同様

BTO
Build
Transfer
Operate

民間事業者が施設を建
設した後に、市へ所有
権を移転し、維持管
理・運営を行います。

基本的にはBOTと同様で
すが、施設の所有権が
市に移るため、契約に
よりＰＦＩ事業者の運
営権を確保する必要が
あります。

■債務負担行為
■公共施設等の買入
（ＰＦＩ契約金額のう
ち、維持管理・運営等
に要する金額を除いた
金額が３億円を超える
場合）

施設を市が所有するた
め、都市計画税等が課
税されず、国庫補助金
が付与される可能性が
高いですが、瑕疵担保
期間終了後は、民間事
業者に性能確保に係る
インセンティブが働き
にくいことに留意が必
要です。

BT
Build
Transfer

民間事業者が施設を建
設した後に、完成後、
市へ所有権を移転しま
す。

（官）設計・建設の各
段階における事業のモ
ニタリングを実施しま
す。この他に事業推進
のための協力も行いま
す。
（民）資金調達・設
計・建設を担います。

BTOと同様 BOTから、所有・維持管
理・施設譲渡を除いた
形態です。完工時一括
払いとなるため、工事
資金の確保が必要で
す。

施設を民間事業者が所
有するため、長期にわ
たり効果的・効率的な
施設の維持管理・修繕
を行うインセンティブ
が働きますが、都市計
画税等の課税対象とな
ること及び国庫補助金
の適用がなされない可
能性があることに留意
が必要です。

■債務負担行為
■公共施設等の借入
（ＰＦＩ契約金額のう
ち、維持管理・運営等
に要する金額を除いた
金額が３億円を超える
場合）

BOT
Build
Operate
Transfer

民間事業者が施設を建
設し、契約期間中は施
設を所有し、施設の維
持管理・運営を行い、
契約期間終了後、施設
を市へ譲渡します。
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1-8 ＰＦＩの事業スキーム等 

 

1-8-1 事業スキーム 

 

ＰＦＩ事業の基本的スキームは、事業の担い手であるＰＦＩ事業者を中心に、複

数の関係者によって構成されます。民間事業者が設計・建設から維持管理・運営の

全部又は一部を一体的に担うために、各専門・得意分野でのノウハウ、技術等を有

する民間事業者が組み合わされて、効果的な事業推進を図ることができる点に留意

する必要があります。 

 

事業スキームの例 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請負

契約

委託

契約

委託

契約

神戸市

選定事業者

（ＳＰＣ）

国 アドバイザー

利用者

金融機関

建設会社

維持管理

会社社

運営会社

ＳＰＣ構成企業

ＰＦＩ事業契約

融資

契約

直接

協定

サービス提供
保健会社

保険

契約

補助金・交付金※ 助言

※従来型と同様に補助金・交付金が交付される事業が多い

保険会社 
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1-8-2 事業プロセス 

 

一般的な事業プロセスにおいては、契約締結前までの段階は公共が、契約締結後

はＰＦＩ事業者が主導的に事業を推進するということに留意が重要です。 

 
 事業プロセスの例 

段階 市 ＰＦＩ事業者 金融機関 

企画段階 
①事業の発案 

～②特 定 事 業 の評

価・選定、公表 

 

 

 

 

   

公 募 ・事 業 組 成

段階 
③民 間 事 業 者の募

集 、評 価 ・選 定 、公

表 

～ 

④協定等の締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

建設段階 
⑤ 事 業 の 実 施 、 監

視等 

 

 

 

 

 

   

運営段階 
⑤ 事 業 の 実 施 、 監

視等 

 

 

 

 

事業終了 

開 業  

 

 

 

 

 
   譲渡 

 

 

 

 

   

※「次世代民活（ＰＦＩ）事業に関する報告書」（（社）日本プロジェクト産業協議会）をもとに

作成 

 

契約の締結  

実施方針 

企画 

 

公募・審査 

特定事業選定 

落札者決定 

ｻｰﾋﾞｽ料支払

監視 

公的支援 

設計 

建設工事 

契約の締結 

投資回収 

（配当） 

監視 

維持管理・運営 

維持管理・運営 

融資回収 

ﾌｧｲﾅﾝｽ（融資） 

ﾌｧｲﾅﾝｽ検討 

ｺﾝｿｰｼｱﾑ組成 

企画 

事業性等検討 

提案 

基本的合意 

応
募 

事 業 者にとって収 益 拡 大の自 由 度 、
設計・建 設の効 率 化、運 営での効 率
化 等 といった 投 資 魅 力 の 高 い事 業
内容を企画します。 
それに伴 い、ノウハウや技 術 を発 揮
する企業構成を検討します 

事 業 関 係 者 による収 益 性 の
向 上 を図 る工 夫 やそれに伴
う有 利 な資 金 調 達 条 件 の精
査 が なされ 、 事 業 成 立 性 を
確実にする検討を行います。 

PFI 事 業 者 の確 実 なサ
ー ビ ス 提 供 （ = 投 資 回
収 ）を実 施 するために融
資 にあたって必 要 となる
要件等を明示します。 

確 実 な 融 資 回 収 を 行 う
ため、金融 機関による事
業並びに PFI 事業会社
の安 定 性 等 に関 する監
視が行われます。 
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取引先等  

1-8-3 ＰＦＩ事業における資金調達方法 

 

従来型の事業における資金調達については、土地、建物等の担保や出資元である

親会社や地方公共団体による保証等に過度に依存しがちであるとの問題点が指摘

されていました。一方、ＰＦＩ事業においては、事業の収益性に着目したプロジェ

クト・ファイナンスという新しい金融手法が広く活用されることが期待されます。 

 

プロジェクト・ファイナンス 

 

 

 

 

      配   出 

      当   資 

              担保提供 

 

              融  資 

              キャッシュフロー管理 

キャッシュフロー 

 

 

 

 

 

コーポレート・ファイナンス 

 

 

 

担保提供 

    配当    出資 

融  資 

 

担保提供 

 

 

 

 

 

※「次世代民活（ＰＦＩ）事業に関する報告書」（（社）日本プロジェクト産業協議会）を

もとに作成  

【プロジェクト資産の担保提供】  

通常、全資産を担保提供します。ここでいう全資産とは、関連諸契

約も含まれるため、事業破綻時には、事業そのものを金融機関に一

旦譲渡し、事業の継続を図ります。  

【キャッシュフローの保全】  

料金単価、価格体系、事業にかかる費用等を契約に盛り込むことで、

プロジェクトの収入・費用の変動を抑えることができます。  

スポンサー  

事業主体  

取引先等  

金融機関  

【スポンサーからの担保提供】  

スポンサーが融資の最終返済責任を負います。  

【企業の一般財産の担保提供】  

事業主体あるいはスポンサーの信用力補完の目的で、担保を徴

収することがあります。このとき、担保対象は当該企業が有す

る一般財産のなかから提供されます。  

スポンサー  

事業主体  金融機関  

キャッシュフロー  
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1-9 ＰＰＰ/ＰＦＩ手法及び各手法の比較 

 

1-9-1 ＰＰＰ/ＰＦＩとは 

  

 ＰＰＰとは、公共サービスの提供において、何らかの形で民間が参画する手法を幅

広く捉えた概念であり、民間資本や民間ノウハウを活用し、効率化やサービスの向上

を目指すものです。ここでは公共施設等の整備及び管理・運営に対するＰＰＰ手法を

対象としており、ＰＦＩはＰＰＰの手法の一つになります。 

 

ＰＰＰ/ＰＦＩ手法とは 

  従来方式 DB/BT 
リース 

方式 

包括的民

間委託 

指定管理

者制度 
DBO ＰＦＩ 

公共施設

等運営権

方式 

業

務

範

囲 

設計 公共 民間 民間 （公共） （公共） 民間 民間 （公共） 

建設 公共 民間 民間 （公共） （公共） 民間 民間 （公共） 

維持管理 公共 （公共） 一部民間 民間 民間 民間 民間 民間 

運営 公共 （公共） （公共） 一部民間 民間 民間 民間 民間 

資金調達 公共 （公共） 民間 （公共） （公共） 公共 民間 民間 

施設所有 公共 （公共） 民間 （公共） （公共） 公共 
公共/民

間 
（公共） 

特

徴 

契約期間 単年度 複数年 長期 複数年 複数年 長期 長期 長期 

発注形態 
主に仕様

発注 

主に性能

発注 

主に性能

発注 

性能発注

の場合も

ある 

性能発注

の場合も

ある 

主に性能

発注 

主に性能

発注 

主に性能

発注 

主な根拠法 民法 民法 民法 民法 
地方自治

法 
民法 PFI 法 PFI 法 

注：（ ）は業務範囲の対象外 

 

 

1-9-2 従来方式とＰＦＩ手法の比較 

 

 従来方式とＰＦＩ方式では、契約期間、発注形態、リスク分担、資金調達、事業監

視において異なり、ＰＦＩ方式の方が民間ノウハウの活用の余地が大きくなります。 

 

 従来方式 ＰＦＩ方式 

契約期間 ○単年度 ○長期 

発注形態 ○業務や工事種類別に分離分割発注 

○仕様発注 

○同一の事業者に一括発注 

○性能発注 

リスク分担 ○主として公共がリスク負担 

（顕在化した時点で甲乙協議もある） 

○PFI 事業契約に基づき、公共と

民間で事前にリスク分担 

資金調達 ○公共部門 

（一般財源、起債等） 

○民間部門 

（出資、プロジェクトファイナ

ンスによる融資等） 

事業監視 － ○モニタリングの実施 
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1-9-3 指定管理者制度と公共施設等運営権方式の比較 

 

 公共施設等運営権方式は指定管理者制度と異なり、大規模修繕や増改築を業務範囲

に含むことから、施設の長寿命化に向けた取組みが可能であること、また、料金設定

が柔軟に行えることが特徴として挙げられます。 

 

        事業手法 
指定管理者制度 公共施設等運営権方式 

項目  

業務範囲 

維持管理 民間 民間  
運営 民間 民間  
大規模修繕 公共 民間  
増改築 公共 民間  

法制度 
根拠法 地方自治法 PFI 法 

法的性質 行政処分 行政処分、運営権は物件 

特徴 

性能発注 性能発注 性能発注 

複数年契約 
複数年契約 

（主に 3 年～5 年） 
長期契約 

協定、契約 基本協定 実施契約 

地位の移転 不可 許可事項 

業務範囲（特徴

的な業務） 

自主的なサービス提供、使用

許可の権限 

自主的なサービス提供、増改

築の実施 

料金の収受 指定管理者の収入にできる 運営権者の収入にできる 

料金設定 
指定管理者が設定、地方公

共団体の承認 

運営権者が設定、公共施設

等の管理者への届出 

費用の徴収 
利益の一部を地方公共団体

に納付する例あり 
可能（運営権対価） 

抵当権の設定 想定していない 可能 

事業手続き（事

業スケジュール

への影響） 

公募・選定（非公募もあり） 実施方針、特定事業選定、

公募・選定 

 

 

1-9-4 ＰＦＩと民営化との比較 

 

民営化の場合は、事業の企画を含む経営の全責任が民間事業者にあり、官の関与は

最低限の規制・監督にとどまりますが、ＰＦＩの場合は、基本的な計画、プロジェク

トの選定、民間事業者の選定等について官側の主導により実施されます。 
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1-10 ＰＦＩと民間事業者の参画 

 

 ＰＦＩは、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活かすことで、コストの縮減や

きめ細かなサービスを提供することができる手法であり、民間事業者が事業参画しや

すい環境を整えなければなりません。 

 そのためには、 

①民間発案を促進させるためのシステムづくり 

②ＰＰＰ/ＰＦＩに関する理解を深め、官民の意見交換を行うための地域プラット

フォームの形成 

などを行っていく必要があります。 

特に、地元中小企業者に対しては、受注の機会を確保するために、参画しやすい事業

規模や事業スキームを考える必要があります。 
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第２章 本市におけるＰＰＰ/ＰＦＩ導入の考え方 

 

 

 

2-1 ＰＰＰ/ＰＦＩの優先的検討 

2-1-1  優先的に検討するプロセス 

2-1-2 対象とするＰＰＰ/ＰＦＩ手法 

2-2 対象事業 

2-2-1  優先的検討の対象とする事業 

2-2-2 対象事業の例外 

2-3 適切なＰＰＰ/ＰＦＩ手法の選択 

2-3-1  採用手法の選択 

2-3-2 評価を経ずに行う採用手法導入の決定 

2-4 簡易な検討 

2-4-1  費用総額の比較による評価 

2-4-2 その他の方法による評価 

2-5 詳細な検討 

2-5-1  詳細な検討 

2-5-2 詳細な検討を行う項目 

2-6 評価結果の公表 

2-6-1  簡易な検討の結果の公表 

2-6-2 詳細な検討の結果の公表 

2-7 優先的検討の手順 

2-8 優先的検討の体制 

2-8-1 事業部局 

2-8-2 企画調整局公民連携推進担当 

2-9 ＰＰＰ/ＰＦＩ優先的検討の簡易評価調書の作成 

2-10 ＰＰＰ/ＰＦＩの優先的検討にあたっての留意点 

2-11 リスク分担 

2-10-1  基本的考え方 

2-10-2 リスク分担の基本的考え方と官民の分担例 

2-12 民間事業者の提案に対する検討の手順 
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2-1 ＰＰＰ/ＰＦＩの優先的検討 

 

「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」（平成27年12月15日民

間資金等活用事業推進会議決定）に基づき、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起

を図るとともに効率的かつ効果的な公共施設等の整備等（PFI法第２条に掲げる施設等

の整備等、以下「公共施設整備事業」という。）を進めることを目的として、公共施

設等の整備等に多様なPPP/PFI 手法を導入するための優先的検討規程を次のように定

めます。 

なお、下記に示すプロセスに基づき、公共施設整備事業が簡易な定量評価又は詳細

な定量評価においてPPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には、次に掲げる事

項を、インターネット上で公表するものとします。公表の時期については、入札手続

等の公正さを確保するため、入札手続の終了後等の適切な時期に行うものとします。 

イ PPP/PFI手法を導入しないこととした旨 

ロ 評価の内容（従来方式と採用手法を導入した場合の総額及び費用内訳） 

 

2-1-1 優先的に検討するプロセス 

 

 PPP/PFI 手法導入の優先的な検討のプロセスは以下のとおりです。 
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2-1-2 対象とする PPP/PFI 手法 

 

 優先的検討規程の対象とする PPP/PFI 手法は、第 1 章 1-9-1 に掲げる手法としま

す。 

 

 

2-1-3 優先的検討の開始時期 

 

新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合及

び公共施設等の運営等の見直しを行う場合のほか、次に掲げる場合その他の公共施

設等の整備等の方針を検討する場合に、併せて優先的検討を行うものとします。 

 

一 公共施設等総合管理計画又は「インフラ長寿命化基本計画」（平成25 年11 月

29 日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）Ⅳの「個別施

設計画」の策定又は改定を行うとき 

二 「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成26 年８月29 日総務

省自治財政局通知）第２の「経営戦略」の策定又は改定を行うとき 

三 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成26 年12 月27 日閣議決定）Ⅱ２（３）

の「地方版総合戦略」の改定を行うとき 

四 第二号に掲げるもののほか、公営企業の経営の効率化に関する取組を検討する

場合 

五 国公有地の未利用資産等の有効活用を検討する場合 

六 公共施設等の集約化又は複合化等を検討する場合 
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2-2 対象事業 

 

2-2-1 優先的検討の対象とする事業 

 

次の①及び②に該当する公共施設整備事業を優先的検討の対象とします。 

① 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能

力を活用する効果が認められる公共施設整備事業 

イ 建築物又はプラントの整備に関する事業 

ロ 利用料金の徴収を行う公共施設整備事業等（運営等を含む） 

 

② 次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業 

イ 事業費の総額が10 億円以上の公共施設整備事業（建設、製造又は改修を含

むものに限る。） 

ロ 単年度の事業費が１億円以上の公共施設整備事業（運営等のみを行うものに

限る。） 

 

 

2-2-2 対象事業の例外 

 

次に掲げる公共施設整備事業を優先的検討の対象から除くものとします。 

イ 既にPPP/PFI 手法の導入が前提とされている公共施設整備事業 

ロ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18 年法律第51号）

に基づく市場化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業 

ハ 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業 

ニ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業 
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2-3 適切な PPP/PFI 手法の選択 

 

2-3-1 採用手法の選択 

 

市は、優先的検討の対象となる公共施設整備事業について、次の2-4の簡易な検

討又は2-5の詳細な検討に先立って、当該事業の期間、特性、規模等を踏まえ、当

該事業の品質確保に留意しつつ、最も適切なPPP/PFI 手法（以下「採用手法」とい

う。）を選択するものとします。 

この場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法

を選択できるものとします。 

 

採用手法選択フローチャート 

 

2-3-2 評価を経ずに行う採用手法導入の決定 

 

市は、採用手法が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に定めるとこ

ろにより、当該採用手法の導入を決定することができるものとします。 

イ 指定管理者制度  

次の2-4の簡易な検討及び2-5の詳細な検討の省略 

ロ 当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的

なものに該当する場合におけるBTO 方式  

次の2-4の簡易な検討を省略し、2-5の詳細な検討を実施 

ハ 民間事業者からPPP/PFI に関する提案がある場合であって、当該提案において、

従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等

の客観的な評価により、当該採用手法の導入が適切であるとされている場合に

おける当該採用手法  

次の2-4の簡易な検討を省略し2-5の詳細な検討を実施 
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2-4 簡易な検討 

 

2-4-1 費用総額の比較による評価 

 

市は、別紙のPPP/PFI 手法簡易定量評価調書（以下、「簡易評価調書」という。）

により、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入

した場合との間で、次に掲げる費用等の総額（以下「費用総額」という。）を比較

し、採用手法の導入の適否を評価するものとします。 

2-3において複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額

を算定し、その最も低いものと、従来型手法による場合の費用総額との間で同様の

比較を行うものとします。 

イ 公共施設等の整備等（運営等を除く。）の費用 

ロ 公共施設等の運営等の費用 

ハ 民間事業者の適正な利益及び配当 

ニ 調査に要する費用 

ホ 資金調達に要する費用 

ヘ 利用料金収入 

 

「簡易評価調書」の提出時期については、別途 PFI 公民連携推進担当からの通知

によること。なお、簡易評価調書の根拠として、別紙 3（P.32 PPP/PFI 手法簡易定

量評価調書記載の根拠）を作成し、内閣府「PPP/PFI 手法導入優先的検討規程策定

の手引」別紙 3、4、5 を参考とすること。 

 

2-4-2 その他の方法による評価 

 

市は、採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認め

るときは、2-4-1にかかわらず、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながるこ

とを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価するこ

とができるものとする。 

イ 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価 

ロ 類似事例の調査を踏まえた評価 
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2-5 詳細な検討 

 

2-5-1 詳細な検討 

 

市は、2-4の簡易な検討において採用手法の導入に適しないと評価された公共施

設整備事業以外の公共施設整備事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを

活用するなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等

の比較を行い、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法

を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するも

のとします。 

 

2-5-2 詳細な検討項目 

 

イ 従来型手法及び採用手法の長所及び短所の整理並びに当該短所の解決策の検討 

ロ 採用手法を導入する場合の民間事業者に委託する業務の範囲及び要求水準の検

討 

ハ リスク分担の検討 

ニ 従来型手法及び採用手法を導入した場合それぞれの費用総額の算出及び比較 

ホ 採用手法に公共施設等運営権方式等の既存公共施設等に用いられる手法が含ま

れる場合にあっては、次に掲げる検討 

（１） 当該事業の長期契約への適否の検討 

（２） 既存の公共施設等の状態に関わるリスク分担の検討（開示できる公共施設

等の情報の内容を含みます。） 

ヘ 採用手法に BTO 方式等の設計、建設又は製造及び運営等を一括して委託する手

法が含まれる場合にあっては、当該事業の長期契約への適否の検討 



  - 25 -

2-6 評価結果の公表 

 

2-6-1 簡易な検討の結果の公表 

 

① 費用総額の比較による評価の結果の公表 

市は、2-4-1の費用総額の比較による評価の結果、PPP/PFI 手法の導入に適しな

いと評価した場合には、次に掲げる事項を、それぞれ次に定める時期にインターネ

ット上で公表するものとします。 

イ PPP/PFI 手法を導入しないこととした旨その他当該公共施設整備事業の予定

価格の推測につながらない事項 

時期：PPP/PFI 手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期 

ロ PPP/PFI 手法簡易評価調書の内容 

時期：入札手続の終了後等適切な時期 

 

② その他の方法による評価の結果の公表 

市は、2-4-2の方法による評価の結果、PPP/PFI 手法の導入に適しないと評価し

た場合には、次に掲げる事項を、それぞれ次に定める時期にインターネット上で公

表するものとします。 

イ PPP/PFI 手法を導入しないこととした旨及び客観的な評価結果の内容（当該公

共施設整備事業の予定価格の推測につながらないものに限る。） 

時期：PPP/PFI 手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期 

ロ 客観的な評価結果の内容（当該公共施設整備事業の予定価格の推測につながる

ものに限る。） 

時期：入札手続きの終了後等適切な時期 

 

 

2-6-2 詳細な検討の結果の公表 

 

市は、2-5の詳細な検討の結果、PPP/PFI 手法の導入に適しないと評価した場合に

は、次に掲げる事項を、それぞれ次に定める時期にインターネット上で公表するも

のとします。 

イ PPP/PFI 手法を導入しないこととした旨その他当該公共施設整備事業の予定

価格の推測につながらない事項  

時期：PPP/PFI 手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期 

ロ 簡易評価調書の内容（2-5の詳細な検討の結果を踏まえて更新した場合は当該

更新した後のもの） 

時期：入札手続の終了後等適切な時期 
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2-7 優先的検討の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画調整局  

（公民連携推進担当） 

財務課 事業部局 

①優先的検討の対象

事業について、簡易評

価調書の作成を依頼 

②簡易評価調書の作

成（採用手法、簡易な

検討） 

③簡易評価調書の審議 

⑤詳細な検討の予算

化に向けた作業（予算

要求書に調書を添付） 

⑥予算査定 

④優先的検討対象事

業リスト等を事業部

局に通知、PPP/PFI 不

採用事業の評価結果

を公表 

⑦詳細な検討の実施 

⑨PPP/PFI手法導入の

通知、PPP/PFI 不採用

事業の評価結果を公

表 

⑧詳細な検討結果の

審議 

事業着手 

時期 

 

 

 

４月 

 

 

 

６月 

 

 

 

７月 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

 

 

12 月 

不採用 

採用 
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ＰＦＩの導入検討の手順を、26 頁のフローに沿って説明すると、以下のようになり

ます。 

 

①公民連携推進担当は、優先的検討の対象事業について、事業部局がＰＰＰ/ＰＦ

Ｉの導入を検討するよう、「評価結果調書」の作成を依頼します。 

   なお、事業部局は、評価結果調書を提出していない事業について、翌年度に予

算要求することができないものとします。 

  また、必要に応じて、個別に公民連携推進担当がＰＰＰ/ＰＦＩの導入を検討す

べきと判断した事業についても、評価結果調書の作成を依頼します。 

②事業部局は、優先的検討の対象事業について、採用手法、簡易な検討を行い、

簡易評価調書を作成します。 

公民連携推進担当は、事業部局が作成した評価結果調書に対し双方で協議して、

優先的検討の対象事業リストを作成します。 

③公民連携推進担当は、優先的検討の対象事業の簡易評価調書について審議しま

す。また、必要に応じ市長・副市長に、その内容を報告します。 

④公民連携推進担当は、優先的検討の対象事業リスト及び簡易評価調書の検討結

果を事業部局に通知します。また、PPP/PFI 不採用事業については、2-6-1 に基

づき、検討結果を公表します。 

⑤事業部局は、優先的検討の対象事業リストに掲載した事業について、詳細な検

討に必要な予算及び組織・人員の要求を行い、財務課に送付します。なお、事

業部局は、簡易評価調書を、予算要求書に添付するものとします。 

⑥財務課は、予算編成過程において、公民連携推進担当の意見や事業部局から提

出された資料に基づき、当該事業が市にとって優先的に取り組むべきものかを

判断し、査定した上で事業部局に通知します。 

⑦事業部局は、専門的な外部コンサルタントを活用するなどして、詳細な検討を

実施します。 

公民連携推進担当と事業部局は、詳細な検討結果について協議し、公民連携推

進担当案を作成します。 

⑧公民連携推進担当は、優先的検討対象事業の詳細な検討結果を審議します。 

⑨公民連携推進担当の審議結果（PPP/PFI 導入予定事業）を事業部局に通知しま

す。また、PPP/PFI 不採用事業については、2-6-2 に基づき、検討結果を公表し

ます。 
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2-8 優先的検討の体制 

 

2-8-1 事業部局  

   

事業部局は、その所管している事業について、ＰＰＰ/ＰＦＩの優先的検討をする

とともに、具体的にＰＰＰ/ＰＦＩを実施する部署であり、主として、以下の業務

を担当します。 

 

(1) ＰＰＰ/ＰＦＩの優先的検討の簡易評価調書の作成 

   (2) ＰＰＰ/ＰＦＩ導入予定事業の予算化 

(3) ＰＰＰ/ＰＦＩ導入に向けた詳細な検討 

(4) 民間提案事業の検討（参照：2-11） 

(5) ＰＰＰ/ＰＦＩ事業の実施 

 

  また、事業部局にＰＦＩ等推進主管者とＰＦＩ等推進主任を置きます。 

ＰＦＩ等推進主管者は原則として総務担当課長を、ＰＦＩ等推進主任は原則とし

て総務係長をもって充てることとし、局内におけるＰＦＩ等の導入の検討が円滑に

行われるよう調整する役割を担います。 

 

2-8-2 企画調整局公民連携推進担当 

 

公民連携推進担当は、ＰＦＩ事業が円滑に推進するよう総合的な調整や事業推進

の支援を行います。具体的には、主として、以下の業務を担当します。 

 

(1) 簡易な検討結果（参照：2-4）及び詳細な検討結果（参照：2-5）等をもとに、

ＰＰＰ/ＰＦＩの導入の適否を審議。 

(2) 民間提案事業に関するＰＰＰ/ＰＦＩの導入の適否の審議（参照：2-12） 

(3) ＰＰＰ/ＰＦＩの優先的検討の簡易評価調書の作成依頼 

(4) 優先的検討対象事業リストの作成 

(5) 民間提案事業の受け付けと事業部局への意見照会（参照：2-12） 

(6) 国や他の地方公共団体の動向等の情報収集 

(7) 職員等に対する情報提供、研修等の実施 

  職員や民間事業者にＰＰＰ/ＰＦＩに関する理解を深めてもらうため、各種情

報を提供するほか、研修等を実施します。 

  (8) 地域プラットフォームの形成促進 

(9) ＰＦＩ等導入に関する助言・支援・調整 

    ＰＦＩ等導入検討対象事業の選定から、事業者の選定・公表に至るＰＦＩ等

事業の手続きの各局面において、事業部局に対して必要な助言や関係部局と

調整を図ります。 
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2-9 ＰＰＰ/ＰＦＩの優先検討の簡易評価調書の作成 

 

事業部局は、当該施設がＰＰＰ/ＰＦＩの優先的検討対象事業となるかどうかを検

討するために、簡易評価調書を作成します。簡易評価調書は以下の別紙 1～別紙 3

に簡易な検討の計算表を添付したものとします。 

 

 

別紙１（表紙） 

事業名

所属

①建築物又はプラントの整備等に関する事業 チェック　 □

②利用料金の徴収を行う公共施設整備事業 チェック　 □

①事業費の総額が10億円以上の公共施設整備事業 チェック　 □

②単年度の事業費が1億円以上の公共施設整備事業 チェック　 □

対象事業の例外

備考

対象事業 ※該当する例外規定をチェック
　□既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている公共施設整備事業
　□競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51
　　号）に基づく市場化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業
　□民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業
　□災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業

該当事業

事業費基準
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別紙 2（PPP/PFI 手法簡易定量評価調書） 
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別紙 3（PPP/PFI 手法簡易定量評価調書記載の根拠） 
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■実施設計・建設 

実施設計及び建設は、法令等による制約がない限り、原則として、民間事業者に委ねま

す。なお、施設整備のための諸条件の整理や、民間事業者へ要求する性能水準を定めるた

め、又は、市が自ら実施した場合の建設費、維持管理費及び運営費等の算定に必要な基本

設計は市が行うことが必要です。 

■維持管理・運営業務 

維持管理・運営業務は、法令等による制約がない限り、原則として民間事業者に委ねま

す。この際、地方自治法第 244 条の２第３項に規定する公の施設の管理受託者の要件を満

たさない民間事業者に対しても、例えば次の諸業務をＰＦＩ事業として行わせることは可

能であり、かつ一つの民間事業者に対してこれらの業務を包括的にＰＦＩ事業として行わ

せることも可能とされていますので留意してください。 

2-10 ＰＰＰ/ＰＦＩの導入検討にあたっての留意点  

 

(1)施設の設計、建設、維持管理及び運営のうち、ＰＦＩ事業として民間事業者に委ね

る範囲の検討にあたっては、次の点について留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)総務省自治行政局地域振興室との調整 

ＰＦＩ事業のうち、市がＰＦＩ事業者に対して行う財政的支出に対して、財政措置

が講じられる場合があるので、総務省自治行政局地域振興室（ＰＦＩ窓口）に事前に

相談することが必要です。 

 

(3)国庫補助金 

ＰＦＩを想定した国庫補助事業に関しては、内閣府のＰＦＩに関するホームページ

（巻末の「各省庁窓口、ＰＦＩ関係ホームページ」を参照）に掲載されています。こ

の場合、ＰＦＩ事業であっても市が直接事業を実施する場合と同様の補助を受けるこ

とができるかを、事前に関係省庁と調整する必要があります。 
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(4)公有財産関係 

ＰＦＩ事業により公有地上に公共施設等を整備する場合は、次の事項について留意

が必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)公の施設 

ＰＦＩ事業により、整備しようとするものが公の施設である場合は、施設の設置及

びその管理に関する事項については、条例でこれを定める必要があります。  

 

(6)事業期間の考え方 

従来型の整備方式と異なり、ＰＦＩ事業は、事業期間を事前に定めておくことが必

要です。この場合、事業期間設定における基本的な考え方として、次のことを十分に

踏まえなければなりません。また、事業期間終了後の取り扱いについても検討してお

くことが必要です。 

■PFI 事業が BTO 方式など、当該施設の所有権が当該施設の整備後直ちに市に移転

し、供用される場合には、事業期間中、当該施設用地は行政財産となります。 

■行政財産については、原則として、地方自治法第 238 条の４第１項の規定によ

り、貸し付けるなど私権を設定することが認められません。しかし、民間事業

者が施設を建設、運営するために、民間事業者に行政財産である土地を貸し付

ける場合（BOT 方式）、や民間事業者が施設を建設し、市に施設の所有権を移転

した後に、行政財産である施設やその施設の立地する土地を民間事業者に貸し

付ける場合（BTO 方式）は、ＰＦＩ法第 11 条の２第６項の規定により、民間事

業者に行政財産を貸し付けることが認められます。 

■PFI 事業が BOT 方式など、当該施設の所有権が一定期間経過後に市に移転する場

合であって、事業期間中、当該施設用地を普通財産として貸し付けるときは、

当該施設の所有権が市に移転し、行政財産となる場合には、当該施設用地も行

政財産に切り替える必要があります。 

■市は、民間事業者が１棟の建物の一部がＰＦＩ事業に係る公共施設等である建

物の全部又は一部を所有しようとする場合（例えば、ＰＦＩ事業による庁舎と

ショッピングセンターの合築建物等）において、必要があると認めるときは、

行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に

貸し付けることができます。また、その民間事業者が建物の一部をＰＦＩ事業

の終了後においても引き続き所有する場合、当該土地を、その用途又は目的を

妨げない限度において、その者に貸し付けることができます。（ＰＦＩ法第 11

条の２第７項及び第８項） 

■市は、ＰＦＩ事業の用に供する期間中、民間事業者に公有財産を貸し付ける場

合、無償又は時価より低い対価で、その者に貸し付けることができます。（ＰＦ

Ｉ法第 12 条第２項） 
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(7)事業スケジュール 

債務負担行為の設定が、原則として募集（入札）公告前に必要であること、また、

ＰＦＩ法第 12 条及び同法施行令の基準（選定事業者が建設する公共施設等の買い入れ

又は借入れ（借入れの場合は、予定賃借料の総額）であり、その予定価格が３億円以

上のもの）を満たす契約の場合は、市会の議決に付さなければならないことから、特

に市会の日程に注意し、また、官民双方にとって十分な検討期間が確保されるように

事業スケジュールを検討します。 

 

 

■公共サイドからみれば、公共性を保持し、公平かつ広範なサービス提供を継続的

に行うのに適した期間を設定すること 

■民間サイドからみれば、個別の事業に対する投資・資金回収のために適切な期間

を設定すること 

（1年度目：事業の発案、PFI手法導入検討） （2年度目：事業規模・範囲等の確定等）

4月～ 4月～

（3年度目:実施方針策定・公表～契約締結）

5月 7月 12月 3月 3月

（3月:契約議決）

4月

事業スケジュール（例）

前提条件の整理、所要経費算出等
・事業概要把握、法令上の課題・支
援制度の整理、事業方式・類型、事
業期間、ｽｹｼ゙ ｭー ﾙの検討、VFMの分析

予算要求
・基本設計費、
（・ｱﾄ゙ ﾊ゙ ｲｻ゙ ｰ
費用）

・基本設計
・事業規模、PFI事業範囲、
事業ｽｷー ﾑ等の確定
・VFMの評価
（・ｱﾄ゙ﾊ゙ｲｻ゙ﾘー 契約）

・予算要求
（債務負担行為、
ｱﾄ゙ ﾊ゙ ｲｻ゙ ｰ費用）

実施方針

(ｱﾄ゙ ﾊ゙ ｲｻ゙

ﾘー 契約)

特定事業選 事業者募集 事業者決定 契約締結 設計・工事
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2-11  リスク分担 

 

2-11-1 基本的考え方 

 

これまで公的部門が担ってきた様々なリスクの多くを適切に民間に移転すること

がＰＦＩの大きな視点となります。ＶＦＭの評価にあたっては、リスクの抽出・分析

とその定量化を行い、それらをＬＣＣの算定に適切に反映されること、事業化にあた

っては、抽出・分析したリスクへの対応をいかに契約に反映させていくかが、ＰＦＩ

事業化の重要なポイントとなります。 

このため、リスクの検討にあたっては、当該事業の実施に係るリスクとその原因の

把握や、抽出したリスクが顕在化した場合に必要と見込まれる追加的支出の定量化等

を行います。 

また、協定等の締結時においては、「リスクを最もよく管理することができる者が

当該リスクを分担する」という考え方に基づいて、リスクが顕在化した場合の追加的

支出の分担を含む措置について、できる限り明確化することが必要です。 

例えば、決められた金額で工期内に完成するリスクは誰が負うのか、工事又は維持

管理・運営に関して第三者へ損害を与えた場合の分担はどうするのか、法令等の変更

により、工事又は維持管理・運営等の費用が増加した場合の分担はどうするのか、市

場（需要）をどう予測し、差が発生した場合の分担はどうするのかなど様々なケース

について検討することが必要です。 

なお、協定等の締結時においては、当事者のリスク分担における対応が、選定事業

における資金調達のコスト等の条件に大きな影響を与えることから、経済的合理性を

勘案して適切かつ明確な内容とすることが必要です。 
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2-11-2 リスク分担の基本的考え方と官民の分担例 

 

 

 

 

 

 

 

リスクの種類 市の負担リスク 民間事業者の負担リスク 

関係制度リスク ・法令等変更リスク（PFI 事業に影

響を及ぼす法令等の変更の場合） 

・PFI 契約の議決が得られない場合

のリスク 

・法令等変更リスク（左記以外の場

合） 

・税制変更リスク 

・許認可等の取得リスク 

経済的 

リスク 

 ・インフレ・デフレリスク 

・金利上昇リスク 

・資金調達リスク 

社会的 

リスク 

・施設設置に関する住民問題リスク ・安全性及び周辺環境の保全リスク 

マーケットリスク ・公共サービスの利用度の当初予想との相違 

（双方が一定の分担割合で負担） 

事故・災害リスク ・不可抗力（天災、暴動等）による事業の変更、中止、延期 

（双方が一定の分担割合で負担） 

その他 

 

市の責めによる次のようなリスク 

・募集要項の誤り 

・募集又は事業開始の遅延、中止 

・設計、建設、維持管理、運営のコ

スト上昇リスク 

・サービス対価の支払遅延・不能リ

スク 

 

 民間事業者の責めによる次のよう

なリスク 

・性能、サービス水準の不適合 

・設計、建設、維持管理、運営のコ

スト上昇 

・募集又は事業開始遅延・中止 

・建設、維持管理、運営に関する住

民問題 

・工事目的物の瑕疵 

・建設、維持管理、運営中の事故等

による施設の損傷 

・建設、維持管理、運営中の事故に

よる第三者賠償 

・技術革新 

・デフォルトリスク 

（注）本表は、資金調達、設計、建設、維持管理及び運営を民間事業者が行う場合を想定したリス

ク分担の一例である。リスクは選定事業ごとに異なるものであり、上表の項目から適宜取捨選

択又は別途追加して、個々の事業に即してその内容を評価し、検討することが必要です。 

 

 

 

 

リスクを最もよく管理することができる者が 

当該リスクを分担する 
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2-12  民間事業者の提案に対する検討の手順 

   

ＰＦＩ事業に関しては、ＰＦＩ法第６条において、民間事業者からの提案につい

て定められています。 

本市ではＰＦＩ事業の促進にとって有益な民間事業者からの活発な事業の提案を

促すため、以下のフローに従って検討を進めます。 

 

 

 

 

⑦事業化が可能 ⑥事業化が不可能 

提案者に回答 提案者に回答 

 

事業部局 企画調整局 

（公民連携推進担当） 

①民間提案の受付 ③提案事業の内容

の検討 

④意見を付して提出 

②意見照会 

⑤企画調整局 

（公民連携推進担当） 

ＰＦＩ事業の実施

手順に従い、事業実

施（第３章） 
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①  公民連携推進担当は、民間事業者からの提案について、市民サービスを効果的・

効率的に実施できるような、民間のノウハウや新技術を活用した事業を対象に受

け付けます。 

提案事業については、ＰＦＩの導入可能性を検討することができる以下の要件を

満たしていることが必要です。  

 

②公民連携推進担当は、受け付けた提案事業について事業部局に意見を照会します。 

  

③事業部局は、提案内容の妥当性・実現可能性について検討を行います。 

 

④事業部局は、提案内容に意見を付して、公民連携推進担当に提出します。 

 

⑤公民連携推進担当は、民間提案事業について、ＰＦＩの導入の適否を審議します。 

 

⑥その結果、事業化できないと判断したとき、公民連携推進担当は、理由を付して、

提案者にその旨を回答します。 

 

⑦また、事業化ができると判断したときは、公民連携推進担当は提案者にその旨を

回答するとともに、通常のＰＦＩ事業の実施手順に従って事業を実施します。  

 

・事業名 

・提案者の住所・氏名（法人名） 

・事業の趣旨 

・事業内容 

・事業スキーム（事業方式・類型など） 

・事業費と資金調達方法 

・事業の採算性 

・事業において想定されるリスクと官民分担の考え方 

・事業期間及び事業スケジュール 
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第３章 本市におけるＰＦＩ事業の実施手順 
 

3-1 ＰＦＩ事業の実施手順 

3-2 アドバイザーの活用  

3-2-1 アドバイザー（金融、法務、技術）の活用 

3-2-2 アドバイザーの役割 

3-2-3 アドバイザーとの契約について 

3-3 ＰＦＩ事業者選定審査会の設置 

3-3-1 審査会の設置 

3-3-2 審査会の委員の構成 

3-3-3 審査会の所掌事務 

3-3-4 審査会の設置時期 

3-4 実施方針の策定及び公表 

3-4-1 基本的考え方 

3-4-2 実施方針に定める事項 

3-4-3 リスク分担 

3-5 特定事業（ＰＦＩ事業）の評価・選定、公表 

3-5-1 基本的考え方 

3-5-2 特定事業の評価・選定 

3-5-3 ＶＦＭの評価 

3-5-4 選定結果等の公表 

3-6 民間事業者の募集、評価・選定、公表 

3-6-1 民間事業者の募集、評価・選定、公表の流れ 

3-6-2 民間事業者の募集、評価・選定の基本的考え方 

3-6-3 民間事業者の募集  

3-6-4 民間事業者の評価・選定 

3-6-5 民間事業者の選定結果等の公表 

3-6-6 債務負担行為の設定 

3-7 協定等の締結等 

3-7-1 契約の締結 

3-7-2 仮契約の締結と契約の議決 

3-7-3 契約に定める事項 

3-7-4 リスク分担と契約  

3-8 事業の実施、監視等 

3-8-1 事業の実施、監視 

3-8-2 事業破綻時等の対応 

3-8-3 事業の終了 
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ＰＦＩ導入検討対象事業の選定  

3-4 実施方針の策定及び公表（法５条）  

3-5  特定事業（ＰＦＩ事業）の評価・選定、公表  
（法７条）  

 

3-6 民間事業者の募集、評価・選定、公表  
（法８条）  

3-7  協定等の締結等  
 

3-8  事業の実施、監視等  

3-2 アドバイザーの活用 

3-3 ＰＦＩ事業者選定審査会の設置  

3-1 ＰＦＩ事業の実施手順  
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3-2 アドバイザーの活用  
 

3-2-1 アドバイザー（金融、法務、技術）の活用 

 

ＰＦＩ事業を進めるにあたっては、金融、法務等の専門知識やノウハウを必要と

することから、当該事業へのＰＦＩ手法の導入検討について、外部のコンサルタン

ト（以下「アドバイザー」という。）を活用することも有効です。なお、アドバイ

ザーの選定にあたっては、公募等により競争性を確保することが必要です。 

また、選定されたアドバイザーは、当該事業に応募又は参画しようとする民間事

業者のアドバイザーになることは利益相反の観点から適切でないことや、選定され

たアドバイザーの関係企業が、当該事業に応募又は参画する場合には、特に秘密保

持及び公正さに対する信頼性の確保に留意することが必要です。 

 

3-2-2 アドバイザーの役割 

 

アドバイザーの主な役割は次のとおりです。 

 

分野 主  な  役  割 

金融  
 

・ＰＦＩ事業の範囲の明確化とプロジェクトの組み立て 

・想定事業スキームの構築と投資魅力度の評価 

・ＶＦＭ評価への助言、リスクの分析 

・公募資料等の作成 

・民間事業者の選定基準の設定、選定・評価への助言 

・契約締結に向けての交渉 

法務  ・公募資料等への助言 

・契約の条件設定、契約案の作成 

・民間事業者から提示される契約条件に対する評価・助言 

・自治体の代理人として交渉を主導 

・最終契約案の作成 

技術 
 

・性能に関する仕様書の作成 

・技術面から公募資料等の作成への参画 

・技術的リスク分析 

・ＶＦＭ評価の支援 

・民間事業者の選定における技術的項目の設定、評価、選定 

 

3-2-3 アドバイザーとの契約について 

 

アドバイザーは、実施方針の策定から契約に至る一貫したアドバイスを得るため

に実施方針策定前から採用することが望ましいといえます。この場合、事業検討の

円滑な推進を図るために庁内の推進体制（役割分担）を固め、アドバイザーとの協

同作業を前提とし、契約においてもアドバイザーに求める役割や検討内容等を予め

明確にしていくことに留意する必要があります。 
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3-3 ＰＦＩ事業者選定審査会の設置  
 

3-3-1 審査会の設置 

 

各事業部局は、実施しようとするＰＦＩ事業に関して、事業毎に「ＰＦＩ事業者

選定審査会」（以下「審査会」という。）を設置し、競争性、公正性及び透明性を確

保しながら、優先交渉順位の決定等を行います。 

 

3-3-2 審査会の委員の構成 

 

法務、金融実務又は当該事業内容に精通した学識経験者及び各事業部局の事業担

当部長等を委員とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-3 審査会の所掌事務 

 

審査会は、次の事項について所掌し、必要に応じて開催し、最終的に、優先交渉

順位を決定し、審査の講評とあわせ、市長へ報告します。 

 

 

 

 

 

3-3-4 審査会の設置時期 

 

 事業者の選定基準を、実施方針に盛り込むためには、実施方針の策定前に、審

査会で事業者の選定基準を検討しなければなりません。そのため、審査会は実施

方針の策定前に設置することを原則とします。 

 

 

 

 

 

 

■事業者の選定基準等の検討、実施方針（案）の検討、提案書の審査、優先交渉順位の決定  

※地方自治法施行令 167 条の 10 の 2 第 4 項、第 5 項及び同法施行規則第 12 条の 4 におい

て、総合評価一般競争入札を行おうとするとき、総合評価一般競争入札において落札者

決定基準を定めようとするとき、及び落札者を決定しようとするとき（改めて意見を聞

く必要があるとの意見が述べられた場合）は、あらかじめ、２以上の学識経験を有する

者の意見を聴かなければならないとされています。 
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3-4 実施方針の策定及び公表 

 

3-4-1  基本的考え方 

 

ＰＦＩの導入検討の結果、ＰＦＩ法第７条に基づき、特定事業の選定を行おうと

する場合には、必ずその前に、特定事業の実施に関する方針（以下「実施方針」と

いう。）を策定し、公表します（法第５条）。 

実施方針の策定及び公表は、公平性及び透明性の確保の観点から、又、民間事業

者に対する準備期間の提供、関係住民に対する周知に資するため、当該事業に関す

る情報が早くかつ広く周知されるよう、なるべく早い段階（特定事業の選定の少な

くとも１～２ヶ月前まで）で行うことが大切です。 

実施方針の公表は、公報、記者発表（資料提供）、事業担当課等での資料掲示、ホ

ームページ等により行います。 

 

3-4-2  実施方針に定める事項 

 

実施方針の策定にあたっては、選定事業における市の関与、リスク及びその分担

をできる限り具体的に明らかにするとともに、民間事業者にとって特定事業への参

入のための検討が容易になるよう、下記の事項等について、なるべく具体的に記載

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業の趣旨 

２．特定事業の選定に関する事項 

・事業の名称、事業期間、事業内容、事業の範囲、事業スケジュール等 

・事業の選定方法、選定基準等 

３．民間事業者の募集及び選定に関する事項 

・応募の手続き、審査・選定方法等 

４．民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

・想定されるリスクと責任分担、事業の実施状況の監視方法等 

５．公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

・施設の立地条件、施設の設計要件等 

６．事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

・協議方法、紛争の際の裁判所 

７．事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

・金融機関との協議等 

８．法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

・財政上、金融上の支援措置等 

９．その他特定事業の実施に関し必要な事項 

・議会の議決等 

※なお、「事業の選定方法、選定基準」は、実施方針に盛り込むことを原則とします。 
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（参考）バリューエンジニアリング（ＶＥ） 

 市は、コストの縮減、施設等の価値の向上、提供するサービス水準の向上等を図る

ため、民間事業者に技術提案（ＶＥ）を求め、市の承諾の範囲内で設計図書等の一部

を変更することができるものとします。 

この場合、ＶＥを審査時の評価対象に加えることを、あらかじめ、実施方針等に明

記しておく必要があります。例えば、調布市立調和小学校整備事業の場合、設計図書

に示す水準を超える福祉対策・省エネルギー対策・リサイクル対策・周辺環境対策な

ど機能が向上すると認められる優れた提案には、評価に応じて加点するとしています。 

 なお、ＶＥ提案に関する知的所有権は、当該提案民間事業者に帰属することに留意

する必要があります。 

 

ＶＥ提案審査の視点（調布市立調和小学校を参考にして作成） 

審査項目 審査の視点 

機能・性能・品質 

設計図書の水準維持又は向上を図ること 

ただし、ライフサイクルコストを縮減し、建築物及び工作物の価値を

高め、提供するサービス水準の向上を図ることに、大きな効果が得ら

れる場合には、例外的に設計図書の水準を維持しなくても構わない場

合がある 

ＶＥによる効果 可能な限り定量的な効果が明記されていること 

ＶＥの方法 実現可能な具体的実施方法が明記されていること 

ＶＥ提案内容の懸案事

項及び対策 
懸案事項の認識及び実現可能な対策の記述があること 
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当該選定事業の実施に係るリスクとその原因をできる限り把握します。  

 

 
■抽出したリスクが顕在化した場合に必要と見込まれる追加的支出のおおよその定量化  

■定量化が困難な場合には定性的に選定事業への影響の大きさの評価を行う  

■経済的に合理的な手段で軽減又は除去できるリスクの有無の確認、当該軽減又は除去に係る費

用の見積り  

 
リスクが顕在化した場合又はリスクが顕在化するおそれが高い場合、市と選定事業者のどちら

が、よりリスクへの対応能力を有しているかを検討します。そして、リスクが顕在化した場合に、

その責めに帰すべき事由の有無に応じて、リスクを分担する者を検討します。  

 
リスクは以下のような分担方法が考えられます。  

ただし、リスクが顕在化した場合に負担し得る追加的支出の負担能力を勘案しつつ、必要とな

る追加的支出の分担の方法を、リスクごとに検討します。  

■公的部門あるいは選定事業者のいずれかが全てを負担（ア）  

■双方が一定の分担割合で負担（イ）  

■一定額まで一方が負担し、当該一定額を超えた場合ア又はイの方法で分担  

■一定額まで双方が一定の分担割合で負担し、当該一定額を超えた場合アの方法で分担  

3-4-3  リスク分担 

 
3-4-3-1 リスク分担の検討 

 
実施方針の策定にあたっては、リスク分担について、市と選定事業者の業務分担

に基づき、以下の諸点に留意しつつ検討を行うことが必要です。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リスクとその原因の把握  

リスクの評価  

リスクを分担する者  

リスクの分担方法  
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3-4-3-2 想定されるリスク 

 
想定されるリスクの主なものとしては次のようなものがありますが、リスクは選

定事業ごとに異なるものであり、以下の項目から適宜取捨選択又は別途追加して、

個々の選定事業に即してその内容を評価し検討することが必要です。  
 
１．各段階に共通に関連するリスク  
 
 
 
２．調査、設計に係るリスク 

 
 
 
 
３．用地確保に係るリスク  
 
 
 
 
４．建設に係るリスク  
 
 
 
 
 
５．維持管理・運営に係るリスク 

 
 
 
 
 
６．事業終了段階でのリスク  
 
 
 
 
 
 

 

■設計等の完了の遅延  ■設計等費用の約定金額の超過  ■設計等の成果物の瑕疵 等  

■工事完成の遅延  ■工事費用の約定金額の超過  ■工事に関連して第三者に及ぼす損害  

■工事目的物の瑕疵 等  

■運営開始の遅延  ■公共サービスの利用度の当初想定との相違  ■維持管理・運営の中断  

■施設の損傷  ■維持管理・運営に係る事故  ■技術革新  ■修繕部分等の瑕疵 等  

選定事業の終了時における譲渡の際の修繕費用又は撤去・現状回復費用を、協定等の締結の時

点で予め具体的金額として想定したとしても、事業終了段階においては、現実に必要となる費用

と乖離することも想定されます。したがって、協定等において、事業終了時の一定期間前におけ

る修繕費用、撤去・現状回復費用の確保手続きについて取り決めておくことが適当です。  

■用地取得の遅延  ■用地の使用権の取得の遅延  

■不可効力  ■物価・金利等の変動、税制の変更  ■法令等の変更  ■許認可の取得等  
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3-4-3-3 リスク分担の事例比較 

 

 

 

 

 

段　階 種　類 内　　　　容

摩
耶
ロ
ッ

ジ

フ
ィ
ッ

シ
ャ

リ
ー

ナ

福
岡
市
臨
海
工
場
余
熱
利
用
施
設

神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館

調
布
市
立
調
和
小
学
校

江
坂
南
立
体
駐
車
場

大
分
県
女
性
・
消
費
生
活
会
館

高
知
県
・
高
知
市
新
病
院

事業形態 ※サ：ｻｰﾋﾞｽ購入型、JV：ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁｬｰ型、独：独立採算型 JV 独 サ サ サ 独 サ サ
事業方式

BTO BOO BOT BOT BTO
B00
or
BOT

BOT
BOT
or
BTO

PFI事業範囲 設計 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○

整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

維持管理 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
運営 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △

共通 物価 急激な物価の変動 △ △ △ － △ ○ △ △
金利 急激な金利の変動 ○ ○ － ○ ○ ○ △ △
保険 施設の整備における保険及び維持管理・運営期間中のリスクを

保証する保険 ○ － － － － － － －

不可抗力 大規模な災害等による負担増・建設中止 △ △ △ △ △ △ △ △

募集要項の誤り 募集要項の誤りによるもの ◎ － － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
政治リスク PFI契約の議決が得られない場合等 － － ◎ ◎ ◎ － ◎ －
契約締結リスク 選定事業者と契約が締結できない場合、または手続きに時間が

かかる場合
－ － － △ － － △ △

法令等の変更 自治体の条例・規則の変更 ◎ ◎ － － － － － －
PFI事業に影響を及ぼす法令等変更 － － ◎ ◎ ◎ △ ◎ ◎
上記以外の場合 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ △

税制等の変更 税制、税率の変更 － ○ ○ △ － － △ △
許認可取得の遅延 許認可の遅延（事業者が取得するもの） － － ○ ○ ○ ○ ○ ○

上記以外の場合 － － － － － － ◎ ◎
募集の中止・延期 自治体の責任による遅延・中止 ◎ ◎ － ◎ － ◎ ◎ ◎

民間事業者の責任による遅延・中止 ○ ○ － － － － － ○
民間事業者の責任による遅延・中止事業放棄・破綻 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

住民問題 施設整備に関する住民反対運動、訴訟 ◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
施設利用者からの苦情、訴訟 ○ △ － ○ △ ○ ○ ○

第三者問題 整備、維持管理・運営において第三者に損害を与えた場合 ○ － ○ － △ ○ ○ △
事故の発生 建設、維持管理・運営する上での事故の発生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
性能・ｻｰﾋﾞｽ水準 仕様の不適合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
安全性の確保・環境の保全 整備、維持管理・運営における安全性及び周辺環境の保全 ○ ○ － ○ △ ○ ○ ○
構成員のリスク 構成員 － ○ － － △ － － －

設計整備 応募コスト 落選時の応募コストの負担 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○
用地取得リスク 建設予定地の確保に関するもの － － － ◎ △ － ◎ △
物価リスク インフレ・デフレ － － － ○ － － － ○

急激なインフレ・デフレ － － － － － － － ◎
設計及び工期の変更、工事費等の増大 自治体の提示条件の変更 ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

上記以外の場合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
資金調達 必要な資金の調達 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
測量調査等の誤り 自治体が実施した測量、現地調査、設計の不備・誤り又は自治

体の提示条件、指示誤り － ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎

民間事業者が実施した測量、現地調査、設計の不備・誤り ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○
瑕疵担保 隠れた瑕疵の担保責任 － － － － △ ○ ○ △

管理運営 計画変更 市の責任による事業内容の変更 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
上記以外の場合 － － － － － － － ○

物価リスク インフレ・デフレ － － － ◎ － － － △
金利リスク 金利の変動 － － － △ －
市場環境の変化 利用者の減少、競合施設の増加 ○ ○ ○ － － ○ － －
施設の損傷 事故・火災等による施設の損傷 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ △
施設の改修 施設の改修 ○ ○ － ○ － － － ○
開業の遅延 自治体に起因する工事遅延・未完工による開業の遅延 － － ◎ － － － － －

上記以外の場合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
支払遅延・不能リスク ｻｰﾋﾞｽの対価の支払遅延・不能 － － － ◎ ◎ － － ◎
運営費の増大 急激な物価変動や自治体の責任による事業内容の変更以外の要

因による運営費の増大 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上記以外の場合要因による運営費の増大 － － ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎
技術革新リスク 技術革新による施設、設備の陳腐化、無用化、不効率化などの

リスク － ○ － － － － － －

※◎は自治体、○は事業者、△は自治体及び事業者双方が一定の割合等によりリスク負担する。
※各事業の公表資料をもとに作成。
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（参考１）摩耶ロッジ整備等事業のリスク分担表 

段階 種   類 内     容 
負担者 

市 事業者  

共通 物価 急激な物価の変動 ○ ○ 

 

不可抗力 大規模な災害等による負担増・建設中止 ○ ○ 

募集要項の誤り 募集要項の誤りによるもの ○  

法令等の変更 
市の条例・規則の変更 ○  

上記以外の場合  ○ 

事業の中止・延期 

市の責任による遅延・中止 ○  

民間事業者の責任による遅延・中止  ○ 

民間事業者の事業放棄・破綻  ○ 

住民問題 施設整備に関する住民反対運動、訴訟 ○  

 施設利用者からの苦情、訴訟  ○ 

第三者賠償 再整備・維持管理・運営において第三者に損害を与えた場合   ○ 

金利 急激な金利の変動  ○ 

性能・ｻｰﾋﾞｽ水準 仕様の不適合  ○ 

安全性の確保・環境の保全  再整備・維持管理・運営における安全性及び周辺環境の保全   ○ 

保険 施設の再整備における保険及び維持管理・運営期間中のリスクを保証する保険  ○ 

設計 

整備 

応募コスト 落選時の応募コスト負担  ○ 

工事中の事故等 工事中の事故・火災等による損害  ○ 

設 計 及 び 工 期 の 変

更、工事費等の増大 

市の提示条件の変更 ○  

上記以外の場合  ○ 

資金調達 必要な資金の調達  ○ 

測量調査等の誤り 民間事業者が実施した測量・現地調査・設計の不備・誤り   ○ 

管理 

運営 

計画変更 市の責任による事業内容の変更 ○  

市場環境の変化 利用者の減少、競合施設の増加  ○ 

施設の損傷 事故・火災による施設の損傷  ○ 

施設の改修 施設の改修  ○ 

開業の遅延 工事遅延・未完工による開業の遅延  ○ 

運営費の増大 急激な物価の変動や市の責任による事業内容の変更以外の要因による運営費の増大   ○ 
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（参考２ 中央卸売市場本場再整備事業） 

段階 種   類 内     容 
負担者 

市 事業者  

共通 

入札説明書等の誤り 入札説明書等の誤りや内容の変更に関するもの ○  

法令等の変更 法令等（税制度を除く）の新設・変更に関するもの ○  

許認可の遅延 
事業者の申請手続きの不備等による許認可等の遅延に関す

るもの 
 ○ 

税制度の変更 

法人税の変更に関するもの  ○ 

消費税の変更に関するもの ○  

その他の税制度の変更に関するもの △ ○ 

住民との関係 

本事業を行政サービスとして実施することに係わる住民反

対運動・要望に関するもの等 
○  

上記以外のもの（調査・設計・工事及び維持管理・運営に係

わる住民反対運動・要望に関するもの等） 
 ○ 

環境問題 

調査・工事に伴い不可避の騒音・振動・地盤沈下等による損

害 
○  

事業者が管理者の注意義務を怠ったことによる騒音・振動・

地盤沈下等による損害 
 ○ 

有害物質の排出・漏洩  ○ 

事故 

市の活動に係わる事故等の発生 ○  

事業者が管理者の注意義務を怠ったことによる事故等の発

生 
 ○ 

上記以外で設計・建設・工事監理・維持管理・運営上の事故

等の発生 
 ○ 

事業の中止・延期 

許認可等の遅延、事業者の事業放棄・破綻によるもの、事業

者が提供するサービスの品質等が一定のレベルを下回った

場合等 

 ○ 

市の指示、債務不履行、当該サービスが不要となった場合等 ○  

不可抗力 戦争、暴動、天災等による設計変更、事業の延期・中止 ○ △ 

計

画・設

計 段

階 

入札参加費用 入札参加費用の負担  ○ 

契約締結 
選定事業者と契約が結べない、契約手続きに時間がかかる、

またはＰＦＩ契約の議決が得られない場合等 
○ ○ 

測量・調査 
市が実施した測量・調査に関するもの ○  

事業者が実施した測量・調査に関するもの  ○ 

設計等の完了遅延 

市の提示条件、指示の不備・変更に関するもの ○  

事業者の指示・判断の不備等、上記以外の要因による不備・

変更に関するもの 
 ○ 

設計費等の超過 
市の提示条件、指示の不備・変更に関するもの ○  

上記以外の要因によるもの  ○ 

設計図書等の瑕疵 設計図書等の成果物の瑕疵  ○ 

資金調達 必要な資金の確保に関するもの  ○ 

建 設

段階 

用地 

建設に要する資材置場の確保に関するもの  ○ 

地中障害物に関し、市が把握し事前に公表したもの ○  

地中障害物に関する上記以外のもの  ○ 

工事の遅延 
市の提示条件、指示の不備・変更により工事が遅延または完

工しないことにより、開業が契約より遅延する場合 
○  
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上記以外の理由により工事が遅延または完工しないこと等

により、開業が契約より遅延する場合 
 ○ 

施工監理 施工監理に関するもの  ○ 

工事費の増大 
市の提示条件、指示の不備・変更に関するもの ○  

上記以外の要因によるもの  ○ 

性能 要求水準等の不適合（施工不良を含む）  ○ 

施設の損傷 使用前に工事目的物や材料、関連工事等に関して生じた損害  ○ 

物価変動 インフレ・デフレ  ○ 

金利変動 金利の変動  ○ 

維 持

管

理・運

営 段

階 

支払遅延・不能 市のサービス対価の支払遅延・不能に関するもの ○  

事業内容の変更 

用途変更等、市の責めによる事業内容等の変更に関するもの ○  

上記以外の要因による事業内容等の変更に関するもの  ○ 

性能 要求水準等の不適合  ○ 

維持管理・運営費の

増大 

市の責めによる事業内容等の変更等に起因する維持管理・運

営費の増大 
○  

上記以外の要因による維持管理・運営費の増大（物価・金利

変動によるものを除く） 
 ○ 

物価変動 インフレ・デフレ ○ △ 

金利変動 金利の変動 ○ △ 

施設の損傷 
劣化による施設・備品等の損傷  ○ 

事故・火災等による施設・備品等の損傷 △ ○ 

修繕費の増大 修繕費が予想を上回った場合  ○ 

需要リスク PR 施設の利用者の減少等による減収 ○ ○ 
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（参考３ 神戸市立中央市民病院整備運営事業） 

リスク項目  リスクの概要  
負担者  

神戸

市  
事業

者  

共
通
リ
ス
ク 

入札説明書リス

ク  
1 入札説明書等の誤りに関するもの  

○   

応募リスク  2 応募費用の負担に関するもの   ○  
契約締結リスク  3 市の責に帰すべき事由により事業契約が結べないリスク  ○   

4 
事業者の責に帰すべき事由により事業契約が結べないリス

ク  
 ○  

5 上記以外の事由により事業契約が結べないリスク 注１  △  △  
資金調達リスク  6 必要な民間資金の調達に関するリスク   ○  
法令変更リスク  

7 
本事業に直接関係する法令（税制度を除く）の新設並びに

変更に伴うリスク  
○   

8 
上記以外の法令（税制度を除く）の新設並びに変更に伴う

リスク  
 ○  

税制度変更リス

ク  9 
消費税率の変更、資産保有等にかかる税制度変更並びに新

設に伴うリスク  
○   

10 
事業者の利益に課せられる税制度の変更並びに新設に伴う

リスク  
 ○  

許認可取得リス

ク  11 
市の責に帰すべき事由により、取得すべき許認可が取得で

きないこと、もしくは取得の遅延によるリスク  
○   

12 
事業者の責に帰すべき事由により、取得すべき許認可が取

得できないこと、もしくは取得の遅延によるリスク  
 ○  

住民対応リスク  
13 

本事業の実施自体に対する住民反対運動・訴訟に起因する

もの  
○   

14 
上記以外の住民反対運動・訴訟に起因する事由に起因する

も  
 ○  

第三者賠償リス

ク  15 
事業者が行う業務に起因するもの又は事業者の責に帰すべ

き事由によるもの  
 ○  

16 
市が行う業務に起因するもの又は市の責に帰すべき事由に

よるもの 
○   

環境問題リスク  
17 

事業者が行う業務に起因するもの又は事業者の責に帰すべ

き事由によるもの 
 ○ 

18 
市が行う業務に起因するもの又は市の責に帰すべき事由に

よるもの 
○  

債務不履行リス

ク  
19 市の責に帰すべき事由による債務不履行  ○   
20 事業者の責に帰すべき事由による債務不履行   ○  

不可抗力リスク  
21 

天災、火災、騒乱、暴動等の市並びに事業者のいずれの責

にも帰すことのできない自然的又は人為的事象に起因する

リスク 注２  
○  △  

物価変動リスク  22 開設までの施設整備等に係る物価変動リスク   ○  
23 上記以外の物価変動リスク 注３  ○  △  

業務範囲変更リ

スク  24 
事業者の責に帰すべき事由により、部分解約することによ

る委託業務範囲の変更によって発生するリスク  
 ○  

25 
上記以外の事由により、部分解約することによる業務範囲

の変更によって発生するリスク 注４  
○  △  

要求水準変更リ

スク  
26 要求水準の変更に伴うリスク 注４  

○  △  

要求水準未達リ

スク  27 事業者が要求水準を満たせないリスク（施工不良を含む）   ○  

建
設
リ
ス
ク 

測量・調査リス

ク  28 
市が実施した測量・調査に誤りがあったことに起因するリ

スク  
○   

29 上記以外の測量・調査に起因するリスク   ○  
用地瑕疵リスク  30 計画用地の瑕疵  ○   
設計リスク  

31 
実施設計以降における市の条件提示、指示の不備・市の指

示に基づく変更によるもの  
○   
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32 上記以外による設計変更リスク   ○  
開設遅延リスク  33 市の責に帰すべき事由による開設遅延に伴うリスク  ○   

34 上記以外による開設遅延に伴うリスク   ○  
施設損傷リスク  

35 
事業者が、施設を市に引き渡す前に生じた施設や材料の損

失に関するリスク  
 ○  

建設費増大リス

ク  
36 市の責に帰すべき事由による建設費増大に伴うリスク  ○   
37 上記以外の事由による建設費増大に伴うリスク   ○  

移転遅延リスク  
38 

市の責に帰すべき事由により想定された時期までに引越移

転がなされず、病院施設等の全面供用開始が遅延する場合  
○   

39 
上記以外の事由により想定された時期までに引越移転がな

されず、病院施設等の全面供用開始が遅延する場合  
 ○  

医療機器・備品

リスク  
40 市が調達する医療機器、備品に関するもの  ○   
41 事業者が調達する医療機器、備品に関するもの   ○  
42 既存病院の医療機器、備品に関するもの 注５  ○  △  

運
営
・
維
持
管
理
リ
ス
ク 

病院経営リスク  43 病院経営に関するリスク 注６  ○  △  
診療行為リスク  44 診療行為に関するリスク 注６  ○  △  
需要変動リスク  

45 
患者数等の需要変動（利便施設関係を除く）に伴うリスク

注６  
○  △  

施設瑕疵リスク  
46 

施設の瑕疵担保期間を過ぎた、事業者の運営開始後の業務

に起因しない施設瑕疵に関するリスク  
○   

47 上記以外の施設瑕疵に関するリスク   ○  
施設劣化リスク  

48 
適切な維持管理運営業務を怠ったこと等の事業者の責に帰

すべき事由による施設の劣化に関するリスク  
 ○  

49 上記以外の事由による施設の経年劣化に関するリスク  ○   
施設損傷リスク  

50 
事業者が行う業務に起因するもの又は事業者の責に帰すべ

き事由によるもの 
 ○  

51 
市が行う業務に起因するもの又は市の責に帰すべき事由に

よるもの 
○   

事故リスク  
52 

事業者が行う業務に関する事故等に起因するもの又は事業

者の責に帰すべき事由によるもの 
 ○  

53 
市が行う業務に関する事故等に起因するもの又は市の責に

帰すべき事由によるもの 
○   

利便施設リスク  54 利用者数の変動を含めた利便施設運営に関するリスク  ○  
修繕リスク  

55 
事業者が行う業務に起因するもの又は事業者の責に帰すべ

き事由によるもの 
 ○  

56 
市が行う業務に起因するもの又は市の責に帰すべき事由に

よるもの 
○   

改修（追加整備

等）リスク  
57 当初想定していない施設の追加整備、更新によるリスク  

○   

維持管理費増大

リスク  58 
市の責に帰すべき事由による事業内容又は用途の変更等に

起因する維持管理費が増大するリスク  
○   

59 
上記以外の事由（不可抗力によるものを除く）による維持

管理費増大リスク 
 ○  

移管手続リスク  
60 

契約満了時の移管手続き、業務引継ぎ及び事業者側の清算

手続きに要する費用  
 ○  

注１：市と事業者各々が各自の分を負担するものとする。 

注２：不可抗力リスクについては、市が主にリスクを負担するが、損害を最小限にと

どめる経済的動機付けを与えるために、生じた損害又は増加費用の一部については、

事業者も負うものとする。 

注３：運営開始までの施設整備等に係るものを除いた物価変動リスクについては、市

が主にリスクを負担するが、事業契約書において市と事業者との間で予め合意した価

格改定条項による一定のリスクについては、事業者が負うものとする。 

注４：病院の成長と変化によって生じる業務範囲や要求水準の変更、及びこれに伴う
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費用の増加については、市が主にリスクを負担するが、事業契約書において神戸市と

事業者との間で予め合意した方法による変更については、一定のリスクについて事業

者が負うものとする。 

注５：事業者が実施する既存病院の医療機器、備品の調査の不備に関するリスクは、

事業者が負担するものとする。 

注６：事業契約書において定める一定のリスクについて事業者が負うものとする。 
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（参考４ （仮称）八幡・桜ヶ丘保育所再整備事業） 

リスクの種類 
番

号 
リスクの内容 

負担者 

市 
事業

者 

共 

通 

入札説明書リスク 1 入札説明書等の誤り及び内容の変更に関するも

の 
○ － 

契約リスク 

2 市議会の議決を得られないことによる契約締結の

遅延・中止 

△ 

※1 

△ 

※1 

3 上記以外の市の責めに帰すべき事由による契約

締結の遅延・中止 
○ － 

4 事業者の責めに帰すべき事由による契約締結の

遅延・中止 
－ ○ 

制
度
関
連
リ
ス
ク 

法令変更リスク 
5 

本事業の実施に直接関連する法令の変更、新た

な規制立法の成立 

例：PFI 法、保育所設置基準など 

○ － 

6 上記以外の法令の変更 － ○ 

税制変更リスク 

7 消費税及び地方消費税の範囲及び税率の変更

に関するもの 
○ － 

8 建物所有に関する税制の新設及び変更に関する

もの（新設保育所の市への所有権移転前） 
－ ○ 

9 事業に直接的影響を及ぼす税制の新設及び変更

に関するもの 
○ － 

10 上記以外の税制の変更 － ○ 

許認可リスク 

11 業務の実施に関して事業者が取得するべき許認

可の取得が遅延又は取得できなかった場合 
－ ○ 

12 事業管理者として市が取得するべき許認可の取得

が遅延又は取得できなかった場合 
○ － 

政策変更リスク 13 政策変更（事業の取りやめ、その他）等による事業

への影響 
○ － 

社
会
リ
ス
ク 

住民対応リスク 

14 施設の設置自体に関する近隣住民の反対運動、

訴訟、要望などへの対応） 
○ － 

15 上記以外の近隣住民の反対運動、訴訟、要望、

苦情などへの対応 
－ ○ 

環境問題リスク 16 
事業者が行う業務に起因する環境問題（騒音、振

動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚

濁、臭気、電波障害等）に関する対応 

－ ○ 

第三者賠償 

リスク 

17 市の責めに帰すべき事由により第三者に対して損

害賠償義務を負う場合 
○ － 

18 
不可抗力により第三者に対して損害賠償義務を

負う場合（番号２１に掲げる理由により第三者に損

害が発生した場合をいう。） 

○ 

※2 

△ 

※2 

19 上記以外の理由により第三者に対して損害賠償

義務を負う場合 
－ ○ 

終了手続きリスク 20 終了手続きに伴う諸費用の発生に関するもの、事

業会社の清算手続きに伴う評価損益等 
－ ○ 
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リスクの種類 
番

号  リスクの内容 
負担者 

市 
事業

者 

共 

通 

不可抗力リスク 21 

市及び事業者のいずれの責にも帰すことができ

ず、また計画段階において想定し得ない暴風、豪

雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷などの

自然災害、及び、戦争、暴動その他の人為的な事

象による資材や施設等についての損害によるもの 

○ 

※2 

△ 

※2 

債務不履行リスク 
22 市の債務不履行による中断・中止 ○ － 

23 事業者の債務不履行による中断・中止 － ○ 

経
済
リ
ス
ク 

資金調達リスク 24 施設整備に必要な資金の確保（事業者負担分） － ○ 

金利変動リスク 25 金利の変動 － ○ 

物価変動リスク 26 物価変動によるコストの変動 
△ 

※3 

○ 

※3 

設
計
・
施
工
段
階 

用
地
リ
ス
ク 

用地確保リスク 
27 対象地の確保の遅延、もしくは、確保できなかった

ことによる計画変更及び工期延長等 
○ － 

28 建設に係る仮設、資材置場の確保に関するもの － ○ 

用地瑕疵リスク 29 計画地の土壌汚染、地中障害物などによる計画

変更及び工期延長、追加費用等 

○ 

※4 

△ 

※4 

測量・調査リス

ク 

30 市が実施した測量・調査に不備があった場合 ○ － 

31 事業者が実施した測量、調査に不備があった場合 － ○ 

計
画
リ
ス
ク 

設計リスク 32 事業者の提案内容、判断の不備によるもの － ○ 

計画変更リスク 33 市の提示条件・指示の不備、要望による設計・施

工条件の変更によるもの 

△ 

※５ 

△ 

 ※５ 

工
事
リ
ス
ク 

工事費増加 

リスク 

34 市の責めに帰すべき事由により工事費の増加があ

った場合 
○ － 

35 
不可抗力により工事費の増加があった場合（番号

２１に掲げる理由により工事費が増加した場合をい

う。） 

○ 

※2 

△ 

※2 

36 上記以外の理由により工事費の増加があった場合 － ○ 

工期遅延 

リスク 

37 市の責めに帰すべき事由により工事が遅延した場

合 
○ － 

38 不可抗力により工事が遅延した場合（番号２１に掲

げる理由により工事が遅延した場合をいう。） 

○ 

※2 

△ 

※2 

39 上記以外の理由により工事が遅延した場合 － ○ 

工事監理 

リスク 
40 工事監理の不備により工事内容、工期などに不具

合が発生した場合 
－ ○ 

要求性能未達 

リスク 
41 施設完成後の検査で要求性能に不適合の部分、

施工不良部分が発見された場合 
－ ○ 

支払遅延・不能 

リスク 
42 市から事業者へのサービス対価の支払遅延、支払

不能があった場合 
○ － 

施設瑕疵 

リスク 
43 施設の瑕疵が発見された場合及び瑕疵により施

設の損傷等が発生した場合 
－ 

○ 

※６ 

注） ○：リスクの負担者又は、主たるリスクの負担者   △：従たるリスクの負担者  
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（参考５ 神戸市立小学校空調整備ＰＦＩ事業）  

 

段階  

 

リスク項目  

 

№ 

 

リスク内容  

リスク分担  

市  事 業

者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共

通

段

階  

 

 

 

法令・制

度リスク  

 

法令変更リスク  

 

3 
本事業のみならず、広く一般的に適用さ

れる法令の変更や新規立法  

  

○ 

 

税制変更リスク  

 

5 

 

法人税に関する変更  

  

○ 

 

許認可等リスク  

 

8 
業務の実施に関して選定事業者が取

得すべき許認可の遅延  

  

○ 

 

 

 

 

 

社会リスク  

 

住民対応リスク  

 

11 
選定事業者が行う調査、建設に関する

近隣住民の訴訟、苦情、要望などへの

対応  

  

○ 

 

環境リスク  

 

12 

選 定 事 業 者 が 行 う 業 務 に 起 因 す る 環

境 問 題 （騒 音 、臭 気 、有 害 物 質 の排

出など）に関する対応  

  

○ 

 

第三者賠償リスク 

 

 

13 

選定事業者が行う業務に起因する事

故、事業者の維持管理業務の不備に起

因する事故などにより第三者に損害を与

えた場合  

  

 

○ 

 

 

 

不可抗力リスク  

 

 

 

15 

 

計画段階で想定しない（想定以上の）

暴 風、豪雨、洪水、高潮、地震、地す

べり、落盤、落雷などの自然災害、およ

び戦争、暴動その他の人為的な事象

による設備等の損害、維持管理業務の

変更によるもの 

 

 

 

○ 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

経済リスク  

 

資金調達リスク  

 

16 

 

事業に必要な資金の確保  

  

○ 

 

 

物価変動リスク  

 

17 
設計・建設段階の物価変動（空調設備

の整備費に関するもの） 

  

○ 

 

18 
維持管理段階の物価変更（空調設備

の維持管理費に関するもの） 

 

△ 

 

○ 

 

金利変動リスク  

 

19 

 

空調設備の整備費の割賦金利の変動  

  

○ 

設

計  

施 

工 

段 

階  

 

 

 

 

測量・調査リスク  21 選定事業者が実施した測量・調査等に

不備があった場合  

 ○ 

計画リスク  設計リスク  23 選定事業者が実施した設計に不備が

あった場合  

 ○ 

工事リスク  

工事費増加リスク 25 選定事業者の責に帰すべき事由による

工事費の増加  

 ○ 

 

工事遅延リスク  

 

27 

選定事業者の責に帰すべき事由により、

契約期日までに施設整備が完了しない

場合  

  

○ 
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設

計  

施

工

段

階  

 

工事監理リスク  

 

29 
工事監理の不備により工事内容、工期

などに不具合が発生した場合  

  

○ 

 

要求性能未達リスク  

 

30 

工 事 完 了 後 、公 共 側 の検 査 で要 求 性

能 に 不 合 格 の部 分 、施 工 不 良 部 分 が

発見された場合  

  

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維

持

管

理

段

階  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理

リスク 

 

要求水準未達リ

スク 

 

32 

 

事業者の行う維持管理業務の内容が

契約書に定める水準に達しない場合  

  

○ 

 

性能リスク  

 

34 

 

設備機器の通常劣化等による性能の低

下  

  

○ 

 

施設瑕疵リスク  

 

35 
事業期間中に空調設備の瑕疵が発見

された場合  

  

○ 

 

維持管理費増加

リスク 

 

37 
市 の 要 因 以 外 の 要 因 に よる 維 持 管 理

費 の 増 加 （不 可 抗 力 、物 価 変 更 、他

のリスク分 担 項 目 に 含 ま れ る も の を 除

く） 

  

○ 

 

 

 

 

設備損傷リスク  

 

38 

 

空 調 設備の劣 化に対して、事業者が適

切な維持管理業務を実施しなかったこと

に起因する施設の損傷  

  

○ 

 

40 

 

選定事業者の責により空調設備が損

傷した場合  

  

○ 

 

運営リスク  

 

エネルギーコスト

変動リスク  

 

43 

 

空 調 設 備 の性 能 未 達 及 び想 定 以 上 の

性 能劣化、想定以上の最大需用電力

の増加によるエネルギーコストの増加  

  

○ 
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3-5 特定事業（ＰＦＩ事業）の評価・選定、公表  

 

3-5-1  基本的考え方 

 

実施方針を策定、公表した後、ＰＦＩ法第７条に基づく特定事業の選定 aを行うか

どうかの評価を行い、その結果、ＰＦＩ事業として実施することが適切であると認

める事業については、特定事業の選定を行います。 

特定事業の選定にあたっては、基本方針に従い、必ずＶＦＭの評価を行わなけれ

ばなりません。その他の段階におけるＶＦＭの評価の義務付けはありませんが、民

間事業者の選定にあたっては、選定しようとする民間事業者の事業計画についてＶ

ＦＭがあることを確認することが重要です。 

 

3-5-2  特定事業の評価・選定 

 

ＰＦＩ事業として実施することにより、公共施設等の設計、建設、維持管理及び

運営が効率的かつ効果的に実施できることを基準とします。 

具体的には、民間事業者に委ねることにより、次のいずれかが期待できることを

選定の基準とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
a実施方針公表後、当該事業の実施可能性を勘案した上で、PFI 事業として実施することが適切で

あると判断したときに、PFI 法第７条の規定に基づき行うもの。  

■公共サービスが同一の水準にある場合において事業期間全体を通じた市財政負担の縮減

を期待できること 

■市財政負担が同一の水準にある場合において公共サービスの水準の向上を期待できるこ

と 
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3-5-3  ＶＦＭの評価 

 

ここでは、ＶＦＭの評価までの手順を示します。  
 

3-5-3-1 ＰＳＣの算定 

 

１．所要経費算出等 

設計、建設、維持管理及び運営の段階ごとに、市が自ら実施する場合に採用す

る事業形態に基づき支出及び収入を算出し、事業期間にわたるキャッシュフロー

表を作成します。 

 

 項  目 内   容 

支 

 

出 

 

項 

 

目 

設計費・建設費 ・従来工法、標準工期での標準積算、予定価格ベース

で経費を算出します。 

・設計・工事進捗に関わる市の人件費等管理費の間接

経費も、合理的に説明できる範囲で算出します。 

 

維持管理費・運営費 ・類似施設の実績等を参考に経費を算出します。 

・維持管理・運営に関わる市の人件費等管理費の間接

経費も、合理的に説明できる範囲で算出します。 

 

支払利息 ・設計・建設に必要な資金を地方債等により調達する

場合は支払利息を算出します。 

 

その他 ・その他必要な経費を算出します。 

 

収

入

項

目 

事業収入 

（施設利用料金等） 

補助金等 

調達資金（地方債等） 

・建設時及び維持管理運営時における収入を算出しま

す。 

 

２．リスク調整前かつ割引前の市財政負担額の算定 

事業期間におけるリスク調整前かつ割引前の市財政負担額を算定します。 

 

３．リスク調整 

民間事業において事業に伴うあるリスクが事業者負担となっている場合、一般

に、当該リスクを負担する代償としてそれに見合う対価が事業のコストに含まれ

ています。したがって、ＰＦＩ事業のＬＣＣも、通常、ＰＦＩ事業で民間事業者

が負担すると想定したリスクの対価を含んでいます。 

これらのリスクは、市が当該事業を自ら実施する場合には市が負うものであり、

これらに伴い金銭的な負担が生じた場合、その負担は市の負担となります。ＰＳ

ＣとＰＦＩ事業のＬＣＣを比較する場合、上記のように、ＰＦＩ事業のＬＣＣは

ＰＦＩ事業で民間事業者が負担すると想定したリスクの対価を含むことから、Ｐ
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ＳＣにおいても、それに対応するリスクを市が負うリスクとして計算し、加える

ことが必要です。 

調整すべきリスクとしては、次のようなものが考えられますが、その中から適

宜取捨選択又は別途追加して、市が負うリスクを特定・定量化し、ＰＳＣに加え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

４．ＰＳＣの算定 

リスク調整前かつ割引前の市財政負担額にリスク調整額を加えたものを、

現在価値へ換算し、ＰＳＣを算定します。 

 

 

3-5-3-2 ＰＦＩ事業のＬＣＣの算定 

 

１．経費等の積み上げ 

ＰＦＩ事業として実施する場合の費用等を、設計、建設、維持管理、運営の段

階ごとに推定し算出し、事業期間にわたるキャッシュフロー表を作成します。 

 

 項  目 内   容 

支 

 

出 

 

項 

 

目 

設計費・建設費 ・アドバイザーの活用や類似施設に関する調査等を行

い、算出根拠を明確にしたうえで、経費を算出しま

す。 

維持管理費・運営費 ・アドバイザーの活用や類似施設に関する調査等を行

い、算出根拠を明確にしたうえで、経費を算出しま

す。 

減価償却費 ・建物、設備等の資産の種類ごとに、減価償却費を算

出します。 

支払利息 ・事業者が設計施工に必要な資金について、実現可能

な借入金の金利及び返済期間を想定したうえで、支

払利息を算出します。 

その他 ・その他必要な経費を積上げます。 

収

入

項

目 

市のｻｰﾋﾞｽ購入費 

（施設利用料金等） 

補助金等 

調達資金 

（出資金、借入金等） 

・建設時及び維持管理運営時における収入を積上げま

す。 

 

 

■調査、設計、建設に係るリスク 

■維持管理、運営に係るリスク         （参照:3-4-3-2 想定されるﾘｽｸ） 

■事業終了段階でのリスク 

■不可抗力、物価変動、金利変動によるリスク 
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２．事業の採算性分析 

民間事業者の参画の可能性を判断するため、事業の採算性を分析し、どの程度

の財政負担が必要なのかについて検討します。 

 

３．税収調整前・割引前市財政負担額算定 

事業期間におけるキャッシュフロー表を作成し、税収調整前かつ割引前の市財

政負担額を算定します。 

 

４．税収等調整 

不動産取得税、登録免許税、固定資産税、法人税等民間事業者が負担すべき税

金を算定します。この際、市に納付されるものと、そうでないものに区別して算

定し、市に納付されるものについては、税収調整前・割引前の市財政負担額から

控除します。 

 

５．ＰＦＩ事業のＬＣＣの算定 

上記により想定された各年度の市財政負担の額を現在価値に換算し、その総額

を求めます。 

3-5-3-3 定量的評価（ＶＦＭ算定） 

 

上記により算定したＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣを比較し、定量的な評価を行い

ます。 

 

  ■ＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣの比較の例            （単価：百万円） 

   ※PSC に比べ、PFI 事業の方が 147 百万円（約 10％）財政負担が削減される。 

 

 

 

 

 

 

 

  0 年度 1 年度 2 年度 …… 20 年度 合 計 

PSC 

割引率 3% 

割引前 0 100 100 …… 100 2,000 

現 在 価 値 A  97 94  54 1,475 

PFI 事業の LCC 

割引率 3% 

割引前 0 90 90 …… 90 1,800 

現 在 価 値 B  87 85  49 1,328 

VFM B-A    ……  147 

■摩耶ロッジ整備等事業の定量的評価の例  
事業期間における市の財政負担額の総額（現在価値ベース）を比較した結果、本事業

を市が外郭団体を活用して経営する場合の利用料金制に比べて、ＰＦＩ事業として実施

する場合には、市の財政負担額が約６％縮減され、より低い費用でサービスを提供する

ことが期待できます。  
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3-5-3-4 公共サービス水準等の定性的評価 

 

民間事業者のもつ経営能力や技術的能力によるコスト削減等定量的な評価以外に、

明確に定量的に評価できない効果、いわゆる定性的評価についても、評価が必要で

す。中でも、公共サービスの水準、デザインなどの評価は重要な要素です。したが

って、公共サービスの水準の評価は、できる限り定量的に行うことが必要ですが、

定量化が困難なものを評価する場合は、客観性を確保した上で定性的な評価を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5-3-5 ＶＦＭの評価 

 

上記の定量的評価及び定性的評価の結果をもとに、当該事業を特定事業として選

定するかどうかを評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5-4  選定結果等の公表 

 

以上により、特定事業の選定を行ったときは、その評価の結果を、評価の内容と

あわせ、速やかに公表します。なお、評価の結果、特定事業の選定を行わないこと

としたときも、同様に公表します。この際、市財政負担の見込額を公表することに

より、その後の入札等において正当な競争が阻害される恐れがある場合等において

は、市財政負担の縮減の額又は割合の見込みのみを示すことも可能です。 

■摩耶ロッジ整備等事業の定性的評価の例  
ア 利用者のニーズ  

民間事業者が有する専門的な技術やﾉｳﾊｳを活用することにより、利用者のﾆｰｽﾞに対応

した質の高いｻｰﾋﾞｽを提供することが可能になるほか、ﾆｰｽﾞの変化に対応したｻｰﾋﾞｽの内

容及び提供方法の変更を柔軟に行うことが期待できます。  

イ 事業の健全性  

市と民間事業者が適正な役割分担及びﾘｽｸ分担を図ることにより、健全な事業を行うこ

とが期待できます。  
ウ 事業効率の向上  

維持管理・運営方針等と合致する施設の整備が行われるとともに、民間事業者の創意

工夫により、利用者数及び運営の効率化等が見込まれ、事業効率の向上が期待できます。 

■摩耶ロッジ整備等事業の評価の例  
PFI 事業の実施に関する基本方針及び本事業に関する実施方針に基づき、市が外郭団体を

活用して経営する場合の利用料金制と PFI 事業として実施する場合における市の財政負担額

をそれぞれ算出し、比較しました。さらに、ｻｰﾋﾞｽの水準についての定性的評価についても行

った結果、VFM の達成が見込まれ、本事業を特定事業として実施することが適当であると認

められるため、PFI 法に基づく特定事業として選定することとしました。  
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3-6 民間事業者の募集、評価・選定、公表 

 

3-6-1 民間事業者の募集、評価・選定、公表の流れ 

 

【事業部局】            【審査会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-6-3-1 募集公告（入札公告）  

3-6-3-2 募集要項（入札説明書）の配布

質問書受付開始  

3-6-3-4 現地説明会  

申込書及び資料の提出  

質問書に対する回答  

質問書提出締め切り  

 3-3 審査会設置  

審査基準決定  

提案書審査  

事業者決定  

3-6-5 事業者の公表  
3-6-4 民間事業者の評価・選定 

・総合評価一般競争入札方式 

・公募型プロポーザル方式 
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3-6-2 民間事業者の募集、評価・選定の基本的考え方 

 

特定事業の選定に続いて、当該事業を実施する民間事業者の募集、評価・選定を

行いますが、その際、次の点について留意が必要です。 

 

１．基本原則 

 

 

 

 

 

 

 

２．民間事業者の創意工夫発揮の誘導 

民間事業者の創意工夫の発揮のためには、提供されるべき公共サービスの水準

を必要な限度で示すことを基本とし、構造物、建築物の具体的な仕様の特定につ

いては必要最小限にとどめるという、いわゆる「性能発注」の考え方を採ること

が必要です。（参照 3-6-3-3 性能発注方式について） 

 

３．客観的評価基準の設定 

民間事業者の選定に際しては、客観的な評価基準を設定します。さらに、公共

サービスの水準等について、やむを得ず定性的な評価基準を用いる場合でも、評

価結果の数量化により客観性を確保することが必要です。 

このような評価を行う場合は、次の点に留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 
４．契約条件の明示 

できる限り、契約書案あるいは契約の条件を明示します。 

 

５．質疑応答の機会 

民間事業者には質問の機会を与えるとともに、質問に対する回答については、

公平性を確保するため他の応募者にも公表することが適切です。（参照 3-6-3-4 

現地説明会の開催、質疑応答の機会） 

 

 

■価格及びその他の条件により選定を行おうとする場合には、評価項目、評価基準、

配点等を募集の際にあらかじめ明示します。 

■原則として、募集の際に明示していない項目については評価をしない。  

■「公平性原則」にのっとった競争性の確保 

■「透明性原則」に基づく手続きの透明性の確保 

■所要の提案準備期間や契約の締結に要する期間の確保 

■応募者の負担軽減への配慮  
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3-6-3 民間事業者の募集  

 

3-6-3-1 募集公告 

 

民間事業者の募集にあたっては、まず、当該事業の範囲、募集条件、募集手続、

事業者の選定基準等について募集（入札）公告を行い、公告後、速やかに、次に示

す募集要項又は入札説明書（以下「募集要項等」という。）を事業者に配布します。 

 

3-6-3-2 募集要項等 

 

市が求めるサービス水準や事業者選定基準など、民間事業者の選定に係る事項に

ついて示した募集要項等を作成し、民間事業者に配布します。内容的には実施方針

と同一の部分が多くなりますが、例えば「摩耶ロッジ整備等事業」では、次のよう

な項目について示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※性能発注のあり方の加筆 

 

3-6-3-3 性能発注方式について 

 

市が要求するサービス仕様として、設計から維持管理・運営までを一体的に発注

する観点からは、性能発注方式が有効です。これは、サービス提供に必要な施設の

整備を伴う場合について必要な性能を規定した上で、その性能を満たすことを要件

として発注する方式です。 

このため、サービスとして設計から運営・維持管理までの発注を性能で規定し、

一体的に発注することで、効率的・効果的な調達が可能となることが期待できるこ

ととなります。 

 

 

 

 

■摩耶ロッジ整備等事業募集要項  

１．事業の趣旨  

２．事業の概要（事業名、施設概要、事業期間、事業内容、事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ、費用負担、施設

の設計要件等、遵守すべき法令等）  

３．募集手続き（募集要項配布、説明会開催、質問書受付・回答、申込書受付、提案書受

付等）  

４．審査基準（審査委員会、審査方法、審査項目）  

５．契約の基本的条件（基本的考え方、ﾘｽｸと責任分担、事業実施状況の監視、契約の解釈、

事業の破綻）  

６．その他（リスク分担表、事業スキーム図）  

７．参考資料（様式集、関係規程集、図面）  
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3-6-3-4 現地説明会の開催、質疑応答の機会 

 

必要に応じて、当該ＰＦＩ事業の概要等を説明し、民間事業者からの質問及び事

業に対する意見を聴取して、事業に反映するための現地説明会を開催します。 

募集要項等の配付から質問受付までの間及び質問受付締め切りから回答までの間

は、市と民間事業者の双方にとって十分な検討を行うことができるだけの期間を設

けることが必要です。 

また、質問及び回答は、公平性及び透明性を確保するため、すべて書面によるこ

ととし、その内容は、原則として、全ての民間事業者に公開するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■摩耶ﾛｯｼﾞ整備等事業の施設の設計要件等（アウトプット仕様）  

１．施設の設計要件等  

施設の設計については、民間事業者は、旅館業法等法令を遵守し、バリアフリーや周辺の環境に配

慮するとともに、国民宿舎施設標準を参考にしながら、次の施設機能を盛り込むことを要件とします。 

(1) 客室  

(2) パブリックスペース：玄関、ﾛﾋﾞｰ、ﾌﾛﾝﾄ、廊下、階段、多目的研修室（体験学習施設）、ﾚｽﾄﾗﾝ、

喫茶、売店、浴場、ﾄｲﾚ、洗面所等  

(3) ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ：事務室、従業員室、厨房、諸機械室、倉庫等  

(4) 外構施設：緑地、駐車場等  

２．ｻｰﾋﾞｽの水準  

(1) 運営業務：国民宿舎管理運営基準を満たすほか、低廉で質の高いｻｰﾋﾞｽの提供を行うこと。  

(2) 維持管理業務：国民宿舎管理運営基準のほか、下記の要件を満たすこと。  

ア 保守修繕：摩耶ﾛｯｼﾞの施設の保守、修繕を適切に行うこと。  

イ 清掃：利用者が快適に摩耶ﾛｯｼﾞを利用できるよう、日常的及び定期的に施設の清掃を行うとと

もに、環境衛生を適切に保つこと。  

ウ 警備：摩耶ﾛｯｼﾞの防犯・警備を適切に行うこと。  

エ 植栽管理：摩耶ﾛｯｼﾞの敷地内における植栽の管理を適切に行うこと。  

オ 設備保守：摩耶ﾛｯｼﾞの設備について、施設の運営に支障がない良好な状態に保つこと。  
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3-6-4 民間事業者の評価・選定 

 

 

3-6-4-1 民間事業者の評価・選定方式 

  

民間事業者の評価・選定方式には、「総合評価一般競争入札方式」と「公募型プ

ロポーザル方式」の２つの方式があります。 

 

１．総合評価一般競争入札方式 

総合評価一般競争入札方式は、1999 年２月 17 日付けで地方自治法施行令が一

部改正されて、新たに導入された制度であり、入札における落札者の決定におい

て、価格その他の要素を総合的に判断して、発注者にとって最も有利なものをも

って申し込みをしたものを落札者とする落札者決定方式です。 

 

総合評価の方法としては、次の二つが考えられます。 

（１）価格と性能等の評価の比をとるもの 

 

 

 

 

 

（２）価格と性能等の評価の配分を予め決めるもの 

 

 

 

 

 

２．公募型プロポーザル方式 

公募によって民間事業者から提案書の提出を受け、これをもとに審査し、事業

者を選定する方式ですが、随意契約となるため、選定事由等について明確な根拠

が必要とされます。このため選定プロセスにおいても前述した総合評価一般競争

入札方式に準じるものとし、透明性や客観性の確保を図るために審査委員会の設

置による選考を行う等の配慮が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

下記の値が最も高い事業者を落札者とする方式。性能評価点が高ければ高いほど、価

格が低ければ低いほど総合評価点が上がることになります。 

総合評価点＝（性能評価）／（価格）  

価格と性能の点数配分を決め、各々を加えて総合評価とする方式。  

総合評価点＝（価格点）＋（性能点）  
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3-6-4-2 総合評価一般競争入札方式と公募型プロポーザル方式の差異 

 

 総合評価一般競争入札方式と公募型プロポーザル方式には、以下の内容や手続

きに差異があります。 

 

両選定方式の差異 

方 式 総合評価一般競争入札方式 公募型プロポーザル方式 

適した事業 

 

予定価格やサービス条件、

リスク分担等の内容が明確

で安定している事業 

予定価格やサービス条件、

リスク分担等の内容が、募

集公告前の段階では未確定

な事業 

審査基準 

 

地方自治法施行令第 167 条

の 10 の２第３項により、あ

らかじめ落札者決定基準を

定めなければならないが、

一般的には価格による要素

が大きい。 

 

価格に拘束されることな

く、価格以外の要素を重視

することができる。 

契約交渉 

 

入札のため、原則として契

約交渉はない。 

 

契約交渉によって、契約内

容の詳細を詰める。 

契約内容の変更 

 

基本的に契約内容を変更す

ることができない。 

したがって入札公告前に詳

細に契約内容を決めておく

ことが望ましい。 

 

原則として、募集公告時の

契約内容がベースとなる

が、選定事業者との交渉に

より契約内容を変更するこ

とが可能である。 

契約交渉が不調

となった場合の

対応 

 

再入札を行うのが原則であ

るが、落札額の範囲内では

随意契約ができる場合もあ

る。 

 

 

次点者と交渉することがで

きる。 
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両選定方式の手続きの流れ 

 

 

審査基準の策定  

募集公告  入札公告  

事前資格審査（一次審査）  

事前資格審査結果の公表  

二次募集要項の配布  

提案書等の評価（二次審査）  

入 札  

優 先 交 渉 権 者 及 び 次 点 者 の 決

定・公表  
落札者の決定・公表  

契約の交渉  

契約の締結  

一次募集要項の配布  入札説明書の配布  

公募型プロポーザル方式  総合評価一般競争入札方式  
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3-6-4-3 本市における民間事業者の評価・選定方式 

  

ＰＦＩ法の基本方針によれば、民間事業者の評価・選定方式は、原則として、

総合評価一般競争入札方式を活用することとされています。     

 しかし、ＰＦＩ事業は設計・建設から維持管理・運営までに及ぶ多種の業務を

一括して発注するため、契約内容が複雑多岐にわたり、募集公告の段階で、市が

予定価格やサービス条件、リスク分担等について合理的な判断を行えない可能性

があります。 

そのため、本市においては、下記のＷＴＯ政府調達協定の適用を受ける場合を

除き、選定事業者との交渉により契約内容等を詳細に詰める必要がある場合は、

公募型プロポーザル方式を、必要がない場合は総合評価一般競争入札方式としま

す。 

 なお、ＷＴＯ政府調達協定の適用を受ける事業の場合は、総合評価一般競争入

札方式とします。 
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（参考）ＷＴＯ政府調達協定の適用を受けるＰＦＩ契約 

１．ＷＴＯ協定について 

本市が行う建設サービス、広告、コンピュータ処理及び印刷等の事業について

は、下記の基準額を超える場合には、特例政令（「地方公共団体の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定める政令」）の適用を受けることになります。 

 

区  分 基準額 

物品等の調達契約  ３，３００万円 

特定役務のうち建設工事の調達契約 ２４億７，０００万円 

特定役務のうち建築のためのｻｰﾋﾞｽ、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞ

ｽその他の技術的ｻｰﾋﾞｽの調達契約 

２億４，０００円 

特定役務のうち上記以外の調達契約 ３，３００万円 

※基準額は平成 28 年１月１日から平成 30 年３月 31 日までに締結される調達契約 

※区分及び基準額は、「平成 28 年総務省告示第 18 号」（平成 28 年 1 月 25 日）から 

※区分及び基準額については、最新の総務省告示によること 

２．留意事項 

ＰＦＩ契約は、公共施設等の建設のみならず、維持管理及び運営をも内容とす

るもので、政府調達協定対象の役務と対象外の役務の双方を包含する混合的な契

約です。こうした契約においては、主目的である調達に着目し、全体を当該主目

的に係る調達として扱うこととされており、主目的が物品等又は協定の対象であ

る役務の調達契約であって、当該契約の全体の予定価格（主目的以外の物品等及

び役務に係る価額を含む。）が適用基準額を超える場合に、特例政令の適用を受

けることとされています。 

 

 ３．本市における民間事業者の評価・選定方式 

  ＷＴＯ政府調達協定の適用を受ける場合は、一般競争入札が適用されるため、

本市における建設工事を伴う総額 24 億 7000 万円以上のＰＦＩ事業においては、

総合評価一般競争入札により事業者を選定します。 

 この場合は、交渉により契約内容を詰めることができないため、契約条件にお

いてトラブルが生じないように、入札前に質問・回答の機会を複数回設定して十

分に情報交換することが必要であり、入札までの期間を相当日数確保しなければ

なりません。 

 また、原則として、公告から入札説明書（募集要項）の受領日までの期間を 40

日以上設けなければならないこと、及び落札後 72 日以内に落札者名・落札価格

等を公示しなければならないことなど、期限が決まった事項があることに留意す

る必要があります。 
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3-6-4-4 審査方式 

  

ＰＦＩ事業の契約内容は、広範囲かつ複雑であるため、民間事業者にとっては

提案書の作成等にコストがかかるうえに、落札できなかった場合、大きなリスク

を負担しなければなりません。 

そこで、事業者を選定する際には、公募型プロポーザル方式の場合も、総合評

価一般競争入札方式の場合も、事業者選定審査会による二段階選抜で行うことを

原則とします（平成 18 年 11 月 24 日：総務省自治行政局地域振興課長「ＰＦＩ事

業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」参照）。 

 第一段階は、事前資格審査（一次審査）であり、第二段階は、提案書等の評価

（二次審査）を行います。 

 ただし、二段階選抜方式を採用するかどうかは、想定される参加希望者数や、

審査業務の時間や費用など効率性を考慮して、事業者選定審査会で判断します。 

  

１．事前資格審査（一次審査） 

応募した民間事業者が当該事業を円滑に遂行できる能力を有しているかどうか 

などについて、事前に資格審査を行います。なお、資格審査に加え、施設の設計・

建設・維持管理・運営についての考え方、資金調達及びリスク分担の考え方等を

内容とする提案の概要を民間事業者に求め、提案しようとする事業計画が、市が

要求する最低限のサービスや機能を満たしているかどうかを併せて審査すること

で、二次審査対象者を絞り込み、応募者の負担を軽減することも可能です。 

なお、その資格審査のための審査項目については次のようなものが考えられま

すが、サービスの種類、内容に応じて、資格要件等を適切に設定することが必要

です。 

 

 

 

 

 

２．提案書等の評価（二次審査） 

評価項目は、可能な限り詳細かつ具体的に記載します。なお、評価項目は事業

により異なりますが、概ね次のような項目が想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市の財政負担額（現在価値ﾍﾞｰｽ）－市の財政負担が縮減されているか。 

■維持管理・運営のｻｰﾋﾞｽ水準－提供されるｻｰﾋﾞｽが市の要求水準を満たしているか。 

■事業者の計画や事業に関する考え方等の実現性－実現可能な事業計画であるか。 

■資金調達－資金調達方法が十分検討されているか。 

■事業の安定性、継続性－事業の安定性、継続性が確保される内容であるか。 

■施設計画－市の要求水準を満たしているか。 

■リスク分担－適正なリスク分担であるか。  

■参加資格、事業遂行能力（資力・信用力・債務返済能力）、決算の状況、事業の実績、

提案の概要 など  
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■摩耶ロッジ整備等事業の評価項目  

１．施設計画：施設・設備の内容、施設の仕様、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ・環境対策  

２．事業計画：ｻｰﾋﾞｽ・料金の内容、収益向上対策、体験学習事業の内容  

３．収支計画：リスク分担、事業の安定性、市の負担  

■評価方法  

審査委員が審査項目毎に個別評価を行い、それをもとにして、施設・事業・収支計

画毎に５段階評価を行った。その上で、各計画の得点配分を 20％、30％、50％とし、

各計画毎の得点（５点満点）に各々２、３、５を乗じて得点化（50 点満点）を行っ

た。なお、収支計画については、「本事業が 20 年間の長期にわたって継続的・安定的

に運営がなされることが最も重要である。」との考え方から、施設計画・事業計画と

比較して重点的な得点配分としている。  

■施設計画の評価例  
外観・外構  ４  ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ ２  
施設計画  ３  環境対策  ２  
配置・動線  ４  計  施設計画評価点  

３点×２＝６点  
 

■マリンピア神戸フィッシャリーナ施設整備等事業の評価項目  

１．施設整備計画：施設の内容・仕様、安全・環境対策  

２．施設維持管理・運営計画：ｻｰﾋﾞｽ・料金の内容、収益向上対策、  

３．収支計画：リスク分担、事業の実現性、継続性及び安定性、市の財政負担  

■評価方法  

施設整備・維持管理運営・収支計画について、それぞれ複数の項目を設け、各項目

を５段階で評価した。なお、各計画の配点は、施設整備計画 25 点、施設維持管理・

運営計画 30 点、収支計画 45 点とした。なお、収支計画については、「事業収支バラ

ンス、事業の安定性、市とのリスク分担などといった内容であり、本事業が長期にわ

たって継続して運営がなされることが重要である。」との考え方から、施設整備計画・

施設維持管理・運営計画と比較して重点的な得点配分としている。  

■収支計画の評価例  
事業継続性、安

定性  
３  市財政負担  ４  

リスク分担  ３  計  各項目評価点計 10 点÷15×
45=30 点  
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■神戸市立中央市民病院整備運営事業  

１．経営・財務：事業理念・方針と適正な事業計画、効果的なシステム構築と成長

と変化への対応に向けたマネジメント力、統括マネジメント業務の実効性  

２．施設整備：病院の全体計画、充実した救急医療と高度で質の高い医療を提供で

きる病院、利用者（患者・家族等）の視点に立った病院、成長と変化に対応できる

病院、安全で安心な病院、環境に配慮した病院   

３．管理運営：エビデンスに基づく業務品質の確保、安全で安心な業務実施体制、

協働による病院運営への貢献  、顧客志向による効果的な運営、成長と変化への柔軟

な対応  

■評価方法  

経営・財務、施設整備、管理運営に対してそれぞれ複数の細項目を設け、各項目

をＡ~Ｄの４段階（Ａ：100％、Ｂ：60％、Ｃ：20％、Ｄ：0％）で評価した。なお、

各項目の配点は、600 点満点のうち、経営・財務 100 点、施設整備 250 点、管理運

営 250 点である。審査にあたり、病院の安全及び品質管理の観点から、施設整備及

び管理運営の評価を重視した配点となっており、特に、施設整備において、病院の

全体計画を重視した配点となっている。  

■収支計画の評価例  
病院の全体計画 70 安全で安心な病院 30 

充実した救急医療と高度で質の

高い医療を提供できる病院 
45 環境に配慮した病院 15 

利用者（患者・家族等）の視点

に立った病院  
30 計 各項目評価点

計 250 点 

成長と変化に対応できる病院  60   

 

■中央卸売市場本場再整備事業 

１．施設・設計：施設環境への配慮、活用時の合理性、デザイン、食材の安全性の

確保、車両入出における安全性  

２．維持管理：保守管理業務、廃棄物処理手続業務、修繕業務、清掃業務  

３．運営：市場ＰＲ施設運営業務  

４．事業計画：リスクへの対応、資金調達の確実性・安全性、地域経済への貢献、

事業全体のマネジメント  

５．その他  

■評価方法  

施設・設計、維持管理、運営、事業計画、その他について項目を分類し、項目ご

とに３段階（Ａ：100％、Ｂ：50％、Ｃ：0％）で評価した。なお、各項目の配点は、

35 点満点のうち、施設・設計 14 点、維持管理 6 点、運営 4 点、事業計画 9 点、そ

の他 2 点である。なお、施設の耐久性やフレキシビリティといった点から、設計・

建設に関して重点的な得点配分としている。  

■施設・設計に関する事項の評価例  
施設環境への配慮  3 食材の安全性の確保  1 
活用時の合理性  8 車両入出における安全  1 
デザイン  1 計  各項目評価点計 14 点  
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■新神戸ロープウェー再整備等事業  

１．事業全体の実施：事業計画の妥当性、リスクへの適切な対応及び事業継続性の

確保、集客力向上のあり方 

２．ロープウェーの改修・運営事業：資金計画・収支計画の妥当性、改修計画の妥

当性、運行計画の妥当性、維持管理計画･維持管理体制の妥当性、モニタリングの仕

組み 

３．ハーブ園の運営事業：収支計画の妥当性、運営計画の妥当性、維持管理計画･

維持管理体制の妥当性、モニタリングの仕組み 

■評価方法  

ロープウェーとハーブ園の一体的な事業であることから、事業全体、ロープウェ

ーの改修・運営、ハーブ園の運営事業に対してそれぞれ複数の細項目を設け、各項

目をＡ~Ｄの４段階（Ａ：100％、Ｂ：60％、Ｃ：20％、Ｄ：0％）で評価した。な

お、各項目の配点は、200 点満点のうち、事業全体 65 点、ロープウェーの改修・運

営 75 点、ハーブ園の運営事業 60 点である。審査にあたり、ロープウェーとハーブ

園一体での事業計画の妥当性及びロープウェーの改修計画の妥当性を重視した配点

（各 25 点）となっている。  

■事業全体の実施に関する項目の評価例  
事業計画の妥当性 25 集客力向上のあり

方 

20 

リスクへの適切な対応

及び事業継続性の確保 

20 計 各項目評価点計 65

点 
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3-6-5 民間事業者の選定結果等の公表 

 

審査会の報告を受け、民間事業者の選定を行ったときは、その結果を速やかに公

表します。 

公表に当たっては、評価の結果、評価基準及び選定の方法に応じた選定過程の透

明性を確保するために必要な資料をあわせて公表します。（ただし、公表すること

により、民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある

ものを除きます。） 

なお、特定事業の選定を取り消した場合、その理由を所要の資料とあわせて、速

やかに公表します。  

 

3-6-6 債務負担行為の設定 

 

ＰＦＩ事業における契約は、建設から維持管理・運営までの複数年度にわたる契

約であることから、予算で債務負担行為を定めることが必要です。 

 

１．設定時期 

債務負担行為は、募集（入札）公告前までに設定することを原則とします。 

特に、民間事業者の評価・選定方式において総合評価一般競争入札方式を採用

する場合、入札公告を含む一連の契約行為が支出負担行為の範疇に含まれると解

されているため、入札公告前に債務負担を設定する必要があります。 

 しかし、公募型プロポーザル方式の場合は、民間事業者の選定後、契約の締結

前に行っても構いません。 

 

２．限度額 

債務負担行為の限度額は、特定事業の評価により得られた選定事業者との契約

予定金額であり、その内容は、建物等の建設・取得及び維持管理・運営に関する

費用の総額です。なお、これらの金額には、金利やインフレ率を含みます。 

債務負担行為の限度額については、金額表示が困難な場合は、文言により記載

することも可能です（地方自治法施行規則第 15 条の２）。 

 

３．期間 

債務負担行為の期間は、ＰＦＩ事業の契約期間とします。 

 

４．留意点 

（１）債務負担行為の議決を得た年度内に、その債務の原因となる契約手続き

を完了させる必要があります。 

（２）ＰＦＩ事業における債務負担行為に係る支出のうち、施設整備費や用地

取得費に相当するもの等公債費に準ずるものは、起債制限比率の計算の対象

となります。 
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■摩耶ロッジ整備等事業の債務負担行為  
事  項  期  間  限 度 額  

 
摩耶ﾛｯｼﾞ整備等事業  

 
平成 12～32 年度  

500,000 千円  
外に室料・休憩料収入相当額  

 
■ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸ﾌｨｯｼｬﾘｰﾅ施設整備等事業の債務負担行為  

事  項  期  間  限 度 額  
ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸ﾌｨｯｼｬﾘｰﾅ

の管理運営  
 

平成 13～33 年度  
 

係船使用料収入の範囲内  

 

■中央卸売市場本場再整備事業の債務負担行為  
事  項  期  間  限 度 額  

 
本場再整備事業  

 
平成 16～45 年度  

 
20,000,000 千円  

 
 
■新中央市民病院整備運営事業の債務負担行為  

 独立行政法人化により債務負担行為消滅  

 
■新神戸ロープウェー再整備等事業の債務負担行為  

事  項  期  間  限 度 額  
新神戸ﾛｰﾌﾟｳｪｰ再整備

事業  
 

平成 21～37 年度  
1,155,000 千円  
外に利息相当額  

 
■（仮称）八幡・桜ヶ丘保育所再整備事業の債務負担行為  

事  項  期  間  限 度 額  
（仮称）八幡・桜ヶ丘

保育所再整備事業  
 

平成 24～32 年度  
 

340,000 千円  
 

 

■神戸市立小学校空調整備ＰＦＩ事業の債務負担行為  
事  項  期  間  限 度 額  

神戸市立小学校空調

整備ＰＦＩ事業  
 

平成 26～39 年度  
 

5,659,000 千円  
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3-7 協定等の締結等 

 

3-7-1  契約の締結 

 

市は、選定した民間事業者あるいは、その事業者が設立した特定目的会社（ＳＰ

Ｃ）との間で、事業の契約を締結します。契約は、選定事業に係る責任とリスクの

分担その他協定等の当事者の権利義務を取り決めるものであり、できる限りあいま

いさを避け、具体的かつ明確に取り決めることが必要です。 

 

 

3-7-2  仮契約の締結と契約の議決 

 
ＰＦＩ契約において、予定価格の金額うち維持管理、運営等に要する金額を除い

た金額が３億円以上の場合は、議会の議決が必要なことから、あらかじめ仮契約を

締結します。  

そして、議会の議決を経て、民間事業者と本契約を締結します。 
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3-7-3  契約に定める事項 

 
契約に規定する項目には以下のようなものが想定されますが、適宜、取捨選択又

は別途追加して、個別事例に基づいて検討することが必要です。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■契約書に定める事項  

１．協定等の当事者双方の負う債務の詳細及び履行方法等 

(1) 選定事業者により提供されるサービスの内容と質 

(2) 選定事業者により提供されるサービス水準の測定と評価方法 

(3) 料金及び算定方法等 

(4) 選定事業の修復に必要な適切かつ合理的な措置 

(5) 債務不履行の治癒及び当事者の救済措置 

２．公共施設等の管理者等の民間事業者への関与 

(1) 選定事業者により提供される公共サービスの水準の監視 

(2) 選定事業者からの事業の実施状況及び財務の状況についての報告 

(3) 選定事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生したときの選定

事業者からの報告 

(4) 公共サービスの適正かつ確実な提供を確保するための必要かつ合理的な措置及び

公共施設等の管理者等の救済のための手段 

３．リスク分担 

４．選定事業の終了時の取扱い等 

(1) 選定事業の終了時期 

(2) 事業終了時における土地等の明渡し等、当該事業に係る資産の取扱い 

５．事業継続困難時の措置等 

(1) 事業継続が困難となる事由 

(2) 事業修復に必要な措置 

６．協定等の解除条件等 

協定等の解除条件となる事由について、その要件及び当該事由が発生したときに協

定等の当事者のとるべき措置 

７．第三者による選定事業の継承の要求についての取決め 

８．協定等の疑義等の解消手続き等  
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3-7-4 リスク分担と契約 

 
契約締結前に市と選定事業者との間でリスク分担について合意した内容について

は、契約書にすべて正確に反映させることが必要です。したがって、リスクが顕在

化した場合の追加的支出の分担を含む措置について、できる限りあいまいさを避け、

具体的かつ明確に規定することが必要であり、例えば、次のような規定が考えられ

ます。  
 

１．物価変動に係るリスク（物価変動リスクを市が負担する場合）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．事業破綻等に係るリスク（市の責めに帰すべき事由による場合）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（サービスの対価の支払に関する規定）  

市は、事業者が提供する維持管理業務への対価（維持管理料）については、当該業務の履行の

確認を行った上、本体工事費等及びこれにかかる支払利息と一体としてこれと同時にサービスの

対価として、物価変動の要因を維持管理料に反映させ、30 年間払いによって支払うものとする。

事業者の本件工事費等にかかる請求権並びに維持管理料にかかる請求権はサービスの対価とし

て不可分のものとし、市の承諾を得て処分又は金融機関等へ担保提供することができる。市は合

理的な理由なく、かかる承諾を保留又は遅延しないものとする。この場合、事業者は、事前に処

分・担保設定の契約書案を市に提出するものとする。  

■市が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価の支払を遅延した場合、市は、事業者に対し

て、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じ年 8.25％の割合で計算した額を遅延損害金とし

て支払うものとする。  

■市が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後 60 日以内の当該違反を是

正しない場合、事業者は本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、市は本件

施設を当該解除時の簿価で事業者から買い受けるものとする。  

■前項に従い本契約が終了した場合、市は、事業者に対して、当該解除により事業者が被った損

害を賠償するものとする。  
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３．事業破綻等に係るリスク（事業者の責めに帰すべき事由による場合）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■本件施設等の維持管理・運営開始前において、次に掲げる場合は、市は、事業者に対して書面

により通知したうえで事業協定の全部を終了させることができる。  

(1) 事業者が、設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設工事に着手せず、

相当の期間を定めて催告しても当該遅延について事業者から市が満足すべき合理的な説明

がないとき。  

(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡し予定日から 30 日が経過しても本件施設の引

渡しができないとき、又はその見込みがないことが明らかに認められるとき。  

(3) (1)及び (2)に掲げる場合のほか、事業者が事業協定に違反し、その違反により事業協定の目

的を達成することができないと認められるとき。  

■本件施設の引渡日以降において、次に掲げる場合は、市は、事業者に対して書面により通知し

た上で事業協定に基づくサービス購入費の支払を相当期間を定めて一時停止する。当該相当期

間中に当該事項が是正されない場合は事業者に対して書面により通知した上で事業協定の全

部を終了させることができる。  

(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は１年間において 60 日以上、

事業者が本件施設等の維持管理又は運営業務において市の求める仕様が確保されないとき。 

(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業協定の履行が困難となったとき。  

(3) (1)及び (2)に規定する場合のほか、事業者が事業協定に違反し、その違反により事業協定の

目的を達成することができないと認められるとき。  

■市は、維持管理・運営費部分の支払い停止等の場合、別に定める方法に従い事業協定を終了さ

せることができる。  

■本件施設の引渡日の前後を問わず、次に掲げる場合は、市は、事業者に対し書面により通知し

た上で、事業協定の全部を終了させることができる。  

(1) 事業者が、事業を放棄し、30 日間以上に渡りその状態が継続したとき。  

(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別清算の手続について事業者の取

締役会でその申立てを決議されたとき、又は第三者（事業者の取締役を含む。）によってそ

の申立てがなされたとき。  

(3) 事業者が、業務報告書に著しい虚偽記載を行ったとき。  
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3-8 事業の実施、監視等 

 

3-8-1 事業の実施、監視 

 

3-8-1-1 基本的な考え方 

 

選定事業は、契約書等に基づき実施されますが、市は、契約書等に定める範囲内

で次のような事業の監視等を行うとともに、サービス提供の対価を支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-8-1-2 モニタリング計画案の策定および公表 

モニタリングを実効的に行うためには、要求水準書で提示した性能規定の達成状

況を計測するためのモニタリング指標を予め検討し、可能な限り市が枠組みを示し

ます。これは、モニタリング、要求水準書及びサービス対価支払いの連動を目的と

した一つの仕組みとなります。モニタリングは、要求水準書に対して、それらの達

成状況を計測していくことから、要求水準書（案）と併せてモニタリング計画案を

作成し、同時に公表することが望まれます。早期にモニタリングの考え方を示すこ

とにより、民間事業者がモニタリングに要する費用を見積ることが可能になります。 

 

3-8-1-3 モニタリング実施計画書の策定 

 市が公表したモニタリング計画案（モニタリング及び減額措置等記載資料）をも

とに、PFI 事業者は事業契約締結後にモニタリング方法の詳細を定めたモニタリン

グ実施計画書を策定し、市に提出します。なお、モニタリング実施計画書の策定に

あたっては、市は要求水準書や提案書との整合を確認し、必要に応じ PFI 事業者と

協議を行うとともに、適宜これを見直すことが望ましい。 

 

3-8-1-4 要求水準の確認 

 サービス対価の支払いに際し、市は PFI 事業者が要求水準等を満たし公共サービ

スを履行しているか確認する必要があります。要求水準等を満たしていない場合は、

市は是正要求や是正勧告等を行い PFI 事業者に改善・復旧を促し、適正な公共サー

ビスを確保します。 

 この際、要求水準等の内容を確実に担保出来るよう、モニタリング計画の作成や

■ＰＦＩ事業者により提供される公共サービス（施設整備、維持管理運営）の水準の監視 

■ＰＦＩ事業者からの協定等の義務履行に係る事業の実施状況報告の定期的な提出 

■ＰＦＩ事業者からの公認会計士等による監査を経た財務の状況についての報告書（選定

事業の実施に影響する可能性のある範囲内に限ります。）の定期的な提出 

■選定事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生したときには、ＰＦＩ

事業者に対し報告を求めるとともに、第三者である専門家による調査の実施とその調査

報告書の提出を求めること  
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セルフモニタリングを実施することが望ましい。 

 

１．モニタリングの進め方 

 次頁の表はモニタリングの実施方法を整理したものです。 

 モニタリングの実施にあたっては、市がモニタリング実施の考え方を示したモ

ニタリング計画案を公表し、これを踏まえて PFI 事業者がモニタリング実施計画

書を作成します。市及び PFI 事業者はモニタリング実施計画書に沿ってモニタリ

ングを実施します。 

 

 

■モニタリング実施方法 

 

 

２．設計・建設段階 

 設計・建設段階においては、設計業務、建設工事業務、完工後業務ごとに要求

水準を満たしているか確認します。 

■設計・建設段階のモニタリング 

 市の行う業務 事業者の行う業務 

設計業務 ・設計の検討内容の確認 

・提出資料の確認 

・要求水準確認報告書の作成 

・設計図書等の提出 

・セルフモニタリングの実施 

建設工事業

務 

・提出資料、実際の施工状況

をもとに確認 

・必要に応じ報告を要請 

・要求水準確認報告書を作成 

・指定された各書類（施工計画書、施工

報告書、工事監理記録等）の提出 

・セルフモニタリングの実施 

完工後業務 ・完工確認を実施 

・提出資料の確認 

・完工検査、試運転検査等を実施し、検

査結果を市に報告 

・完工図書等の提出 

 

項目 市 事業者

3-6-3　民間事業者の募集
モニタリング計画案（モニタリング及び
減額措置等記載資料）の公表

必要に応じ左記資料に対し質問

3-6-4　民間事業者の評価・
選定

-
提案書提出（業務内容やモニタリングに係る
事項を含む）

3-7-1　契約の締結 提案に基づき事業契約書を修正 モニタリングに係る条文等の確認

3-8-1-2　モニタリング実施
計画書の策定

モニタリング実施計画書の確認 モニタリング計画案や提案書等を踏まえ、モニ
タリング実施計画書を作成し、市に提出

3-8-1-3　要求水準の確認
・業務報告書等の確認
※必要に応じ、利用者アンケートや実
地確認等を実施

・業務報告書等の提出
・セルフモニタリングの実施

3-8-1-4　財務モニタリング 財務書類等の確認 財務書類等の提出

3-8-1-5　モニタリング結果
の公表

モニタリング結果の公表
-

３－６　民間事業者の募集、評価・選定、公表

３－７　協定等の締結等

３－８　事業の実施、監視等
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３．維持管理・運営段階  

 維持管理・運営段階においては、日常モニタリング、定期モニタリング、随時

モニタリングにより事業の履行を確認するとともに、必要に応じて第三者の専門

家の評価を受けることが望ましい。 

 

■維持管理・運営段階のモニタリング 

 市の行う業務 事業者の行う業務 

日常モニタ

リング 

・業務日誌及び業務水準の確

認 

・日常モニタリングを実施 

・業務日誌を作成 

・事業のサービスの提供に大きな影響を

及ぼすと思われる事象が生じた場合に

は、市に報告 

定期モニタ

リング 

・業務報告書に基づき定期モ

ニタリングを実施（各業務の

遂行状況の確認・評価） 

・業務報告書（各月、各四半期、各年度）

の作成、提出 

・市が実施するモニタリングへの協力 

・市及び事業者が出席する連絡会を開催し、日常モニタリング、定期モ

ニタリングの結果報告を行うとともに、利用者・職員等からの苦情等の

発生の原因についての検討及び意見交換等を行う。 

随時モニタ

リング 

・必要に応じ随時モニタリン

グを実施 

・市が実施するモニタリングへの協力 

 

3-8-1-5 財務モニタリング 

 

 市は、PFI 事業者から会計監査人による監査済みの財務書類等を定期的に提出し

てもらい、選定事業の財務状況について継続的・安定的な公共サービスの提供に支

障をきたす要因等がないか確認します。なお、必要に応じ PFI 事業者に追加の財務

資料の提出、特定の事項についての報告などを求めます。 

 

3-8-1-6 モニタリング結果の公表 

 

 PFI 事業実施に係る透明性を確保するため、PFI 事業契約等に定めるモニタリン

グ等の結果について、住民等に対し公表します。なお、公表することにより事業者

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのある事項については、あら

かじめ事業者と協議を行います。 

 

 

3-8-2 事業破綻時等の対応 

 

3-8-2-1 基本的な考え方 

 
何らかの事由により、ＰＦＩ事業者から契約に規定するサービスの提供が受けら

れなくなる、または受けられなくなる恐れがある場合のような事業破綻時等の対応

策については、その事由ごとに、市とＰＦＩ事業者との間での責任の所在と対応方
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法を予め具体的かつ明確に契約で定めておくことが必要です。  
破綻等の事由として、次のような場合があります。  

 
 
 
 

 
また、事業破綻を理由にＰＦＩ契約が終了した場合、資産等を民間事業者から市

に移管することを同意する場合があります。  
当然このような場合には、次のようなことについて、予め取り決めておくことが

必要です。  
 
 

 

 

 

3-8-2-2 具体的な対応策 

 

債務不履行等によりＰＦＩ事業の実施に支障をきたした場合等の具体的な対応策

について、破綻等の事由ごとに予め規定しておくことが必要です。破綻事由ごとに

おける対応の考え方については、次のとおりです。 

 

１．市の債務不履行によるＰＦＩ事業破綻等の場合 

市の責に帰すべき事由によりＰＦＩ事業が破綻した場合等においては、以下に

示す対応策をとることが考えられます。  
①事業の修復  

ＰＦＩ事業契約を解除する前に、ＰＦＩ事業者は市に対し、相当な期間を定

め、債務不履行を治癒することを催告し、市に事業を修復する機会を与えます。  
②契約の解除  

相当の期間内にかかる事由が治癒されない場合、ＰＦＩ事業者は、当該契約

を解除し、さらに、市に対し、損害賠償請求をすることができます。この場合、

市はＰＦＩ事業者に対し、その遺失利益を含む一切の損害を賠償しなければな

りません。 

 

２．民間事業者の責に帰すべき事由による破綻の場合 

民間事業者の責めに帰すべき事由によりＰＦＩ事業が破綻した場合等において

は、以下に示す対応策をとることが考えられます。 

①事業の修復 

ＰＦＩ契約を解除する前に、市はＰＦＩ事業者に対し、相当な期間を定め、

債務不履行を治癒することを催告し、ＰＦＩ事業者に事業を修復する機会を与

■市の債務不履行による場合  

■ＰＦＩ事業者の債務不履行による場合  

■両当事者の責めに帰すことのできない不可抗力の場合  

■破綻事由、責任の所在等、買取権または買取義務の条件  

■資産等の価格の決定方法、その他移管に要する費用の官民間での分担等  



  - 86 - 

えます。また、当該事業者に事業資金を貸し付けている金融機関等に対しても

同様に、事業修復の機会（介入権）を与え、当該事業者や関係者は相当の期間

中に事業修復を行います。 

 

３．介入権（Step-in Right） 

プロジェクトファイナンス方式などのように、ＰＦＩ事業者の借入金返済の

原資を事業に係る収入、資産に限定する資金調達方式においては、融資を行う

金融機関にとって、事業の悪化時に事業の収益の源泉となる資産・権利・契約・

担保などを確実に管理し、事業を修復する機会を確保し、事業会社からの返済

原資を確実なものにすることが必要です。 

このため、金融機関はＰＦＩ契約や融資契約において、こうした事業修復を

行う権利（介入権）を確保することが必要になってきます。 

例えば、修復可能な範囲の事業悪化については、契約上、ＰＦＩ事業者に相

当の期間内に修復する義務が科されるとともに、金融機関の関係者には、相応

の期間を置いて、追加資金の注入やオペレーターの交代など、事業の修復を行

う権利が付与されることになります。 

  また、このような場合に備えて、契約締結時に市はＰＦＩ事業者に融資した

金融機関等との間で、直接ＰＦＩ事業の修復に関して必要な事項を定める契約

（ダイレクト・アグリーメント）を行っておくことが望ましいといえます。 

 

４．契約の解除 

相当の期間内に債務不履行状態等を治癒し、事業を修復しない場合、市はＰ

ＦＩ事業者との契約を解除し、ＰＦＩ事業者に対し、損害賠償請求をすること

ができます。また、ＰＦＩ事業者が市の提供した財産を利用していた場合、そ

の上に存在するその所有物を収去し、当財産を現状回復させた上で、これを市

に返還させなければなりません。 

 

５．不可抗力による破綻 

不可抗力によりＰＦＩ事業契約に規定された債務の履行ができず、当該事業

を実施することができない場合、事業の性格、保険の有無等を勘案の上、当事

者間で、その適切な処理方法について、まず協議することが必要です。この際、

当事者間で新たな合意が成立したときは、契約条件を変更の上、ＰＦＩ事業契

約を継続することになります。他方、相当の期間内に当事者間の合意に至らな

い場合、ＰＦＩ契約を解除することになります。 
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3-8-3 事業の終了 

 

１．選定事業の終了時期は、契約書等に明確に規定します。 

 

２．契約書等に定める事業の終了時期となった場合は、土地等の明渡し等、あら

かじめ契約書等で定められた資産の取扱いに従い措置がなされ、事業は終了

します。  

 

３. 事業期間中及び事業終了時の施設・設備の性能水準を可能な限り具体的に示

し、事業終了時の施設の性能水準について、契約が長期になるため、事業終

了時の時代背景に合わせた性能水準をもとに、施設・設備を回復するよう協

議する旨を定めることが望ましい。 

 

４. 事業契約終了後、円滑に事業を継承するため、選定事業者から管理等者又は

管理者等の指示する者に対し、申し送りやマニュアル等必要な書類の引渡し

や新たな職員の訓練等を行う必要がある場合には、事業終了前に期間を設け

る旨の規定をすることが望ましい。また、設計図書、竣工図書等、施設の建

設工事及び補修に係る書類一切その他維持・管理及び保守点検に必要な書類

一切の引渡しを規定することが望ましい。 

 

 

3-8-4 事後評価 

 

１. 公共施設等の管理者等は、PFI 事業の完了にあたって、財政負担の軽減やサ

ービスの向上などの PFI 手法を導入することによって達成しようとした事業

目的が達成されたかどうかについて、事後評価等を実施することにより適切

に評価する必要があります。  

 

２．事後評価等の結果については、その後、当該施設の運営・活用方法等の改善

に活かされるとともに、類似事業を新たに実施しようとする管理者等にとっ

ても参考となることを十分に意識し、客観性、中立性、透明性が確保された

ものとなるよう努める必要があります。 

 

３．PFI 事業の事後評価等にあたっては、従来の事業評価の体制等に加えて、特

別な手続き・体制等は必ずしも必要ではなく、PFI 事業におけるモニタリン

グによる情報収集やその評価体制を活用しつつ、必要に応じ評価項目等を追

加し、実施することが効率的です。 
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第４章 本市におけるＰＦＩ事業実施事例 

 

 

4-1 摩耶ロッジ整備等事業 

 

4-1-1 事業の趣旨 

 
摩耶ロッジ（国民宿舎）は、阪神・淡路大震災により被害を受け、運営を休止し

ていましたが、六甲・摩耶地区の活性化、アスリートタウン構想の実現などを図る

ため、再整備を行い、営業を再開することとしました。整備及び維持管理運営を行

うにあたり、魅力ある宿泊施設にし、低廉で質の高いサービスを提供するため、民

間の資金、経営能力及び技術的能力を活用するＰＦＩ手法を導入することとしまし

た。 

 
4-1-2 ＰＦＩ事業の範囲等 

 

事業期間  ２０年間  
事業方式  ＢＴＯ  
事業形態  ジョイントベンチャー型  
ＰＦＩ事業

の範囲  
■整備業務  

－整備工事、耐震補強工事、設計、工事監理等  
■維持管理・運営業務  

－保守修繕、警備、清掃、植栽管理、設備保守、国民宿舎の利用受

付、使用料の徴収、企画運営等  
附帯事業  ■体験学習事業  

■飲食、物販、入浴等  
 
 
 
 
 
 
 
 

4-1 摩耶ロッジ整備等事業 

4-2 マリンピア神戸フィッシャリーナ施設整備等事業 

4-3 中央卸売市場本場再整備事業 

4-4 新中央市民病院整備運営事業 

4-5 新神戸ロープウェー再整備等事業  
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4-1-3 事業スケジュール 

 

平成12年８月２日 実施方針公表 

平成12年８月７日 特定事業選定、募集要項配布 

平成12年８月10日 現地説明会 

平成12年８月７～10日 質問書受付 

平成12年８月21～25日 申込受付（10ｸﾞﾙｰﾌﾟの申込み） 

平成12年８月24日 質問に対する回答（117項目） 

平成12年９月11～14日 提案書受付（6ｸﾞﾙｰﾌﾟ提出） 

平成12年９月18・19日 提案ｸﾞﾙｰﾌﾟﾋｱﾘﾝｸﾞ（産業振興局がﾋｱﾘﾝｸﾞ） 

平成12年第３回定例市会 債務負担行為議決 

平成12年10月３日 第1回事業者選定審査委員会 

－提案ｸﾞﾙｰﾌﾟによるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

平成12年10月16日 第２回事業者選定審査委員会 

－審査基準決定 

－提案審査、優先交渉順位決定 

平成12年10月18日 事業者選定審査結果公表 

平成12年第４回定例市会 契約議案議決 

平成12年12月22日 事業契約締結 

平成13年第１回定例市会 条例改正議案議決 

平成13年7月13日 オープン（平成13年３月17日ｸﾞﾗｽﾊｳｽｵｰﾌﾟﾝ） 

 

4-1-4 事業スキーム 

                          助 言 

 

 

          

整備業務（総額 5 億円上限、20 年間均等支払） 

維持管理・運営業務（宿泊使用料収入相当額） 

目的外使用許可（附帯事業、20 年間） 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 

※摩耶ロッジは公の施設であるため、宿泊使用料は、ＰＦＩ事業者が利用者から徴収したの

ち、市の歳入として、市へ払い込みます。  

神戸市  

ＰＦＩ事業者  

（鹿島建設㈱）  

[設計、整備、維持管理 ] 

管理運営会社  

（㈱ジェイコム）  

金融機関  

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

（さくら総研） 

施設利用者  

運営契約  融資・返済  

受講料･飲食料等  

（附帯事業）  宿泊使用料  
ｻｰﾋﾞｽ提供  

宿泊使用料払込  

ＰＦＩ契約  
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4-2 マリンピア神戸フィッシャリーナ施設整備等事業 

 
4-2-1 事業の趣旨 

 
漁業生産活動の円滑化を図るため、漁港において漁船と混在しているプレジャー

ボートの分離収容を行い、また、海洋レクリエーションの振興や今後増加が見込ま

れるプレジャーボート対策として、垂水漁港の西側に、プレジャーボート係留保管

施設を整備し、維持管理及び運営を行うこととしました。本施設の整備、維持管理

及び運営を行うにあたっては、民間事業者の資金、経営能力や高度な技術を事業の

ハード・ソフトの両面に活かすことにより、低廉で質の高いサービスを提供し、魅

力ある内容とするため、ＰＦＩ手法を導入することとしました。  
 

4-2-2 ＰＦＩ事業の範囲 

 

事業期間  ２０年間  
事業方式  ＢＯＯ  
事業形態  独立採算型  
ＰＦＩ事

業の範囲  
■整備業務  

－設計、整備工事、工事監理  
■維持管理  

－保守点検、修理、警備、警戒、清掃  
■運営業務  

－利用募集、利用受付、係船使用料徴収、安全講習  
 

4-2-3 事業スケジュール 

 

平成 13 年 2 月 28 日  実施方針公表  
平成 13 年 3 月 16 日  特定事業選定、募集要項配布  
平成 13 年第１回定例市会  債務負担行為議決  

※平成 13 年度当初予算  
平成 13 年 4 月 5 日  募集要項及び現地説明会  
平成 13 年 4 月 6～27 日  質問書受付  
平成 13 年５月１日  質問に対する回答（57 項目）  
平成 13 年 5 月 7～11 日  提案書受付（2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ提出）  
平成 13 年 5 月 25 日  第１回事業者選定審査会  

－審査基準決定  
－提案ｸﾞﾙｰﾌﾟによるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

平成 13 年 5 月 30 日  第２回事業者選定審査会  
－提案審査、優先交渉順位決定  

平成 13 年６月５日  事業者選定結果公表  
平成 13 年第２回定例市会  条例制定議決  
平成 13 年 7 月５日  事業契約締結  
平成 13 年 10 月 1 日  オープン  
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4-2-4 事業スキーム 

                          助 言 

 

 

ＰＦＩ契約 

水面占用許可   水面使用料  整備業務 

施設管理料    係船使用料  維持管理・運営業務 

（条例で定める係船使用料収入の範囲内） 

  

          管理運営                融資・返済 

契約 

 

 

 

係船使用料      サービス提供  
 

 
 
 

※フィッシャリーナは公の施設であるため、係船使用料は、ＰＦＩ事業者が利用者から徴収

したのち、市の歳入として、市へ払い込みます。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神戸市  

ＰＦＩ事業者  

（ﾔﾏﾊ発動機㈱）  

[設計、整備 ] 

管理運営会社  

（マリンズ有限会社）  

金融機関  

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

（ひょうご経

済研究所）  

施設利用者  
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4-3 中央卸売市場本場再整備事業 

 

4-3-1 事業の趣旨 

 
市道高松線で分断された西側市場施設（全体６ha のうち、第 1 段階として４ha）

の東側ゾーンへの移転・集約を図るなかで、①老朽化した西側市場施設の建替え、②

場内物流動線の効率化・短縮化、③安全衛生機能の向上、④食品の高付加価値化、⑤

情報化の推進の諸課題に対応し、150 万人の神戸市民に対する生鮮食料品流通の拠点

としての役割と機能を果たしていこうとする事業です。本施設の整備、維持管理を行

うにあたっては、民間事業者の技術力・資金力・経営能力を活用するＰＦＩ手法を導

入します。    

なお、東側に移転することで不足する用地は、市場周辺の土地及び市場周辺水域の

必要最小限の埋め立てにより確保します。 

 

 

4-3-2 ＰＦＩ事業の範囲 

 

事業期間  ２９年間（建設４年・管理 25 年）  
事業方式  ＢＴＯ  
事業形態  サービス購入型  
ＰＦＩ事業

の範囲  
■整備業務（設計、整備工事、工事監理）  
■維持管理  

 
 

4-3-3 事業スケジュール 

 

平成 16 年 2 月 6 日  実施方針 

平成 16 年 3 月 1 日  特定事業の選定 

平成 16 年 4 月 28 日  入札説明書（案）等の公表 

平成 16 年 5 月 11 日  事業契約書（案）等の公表 

平成 16 年 5 月 28 日  入札説明書（案）等に関する質問及び回答の公表 

平成 16 年 6 月 8 日  入札公告 

平成 16 年 6 月 8 日  事業契約書（案）等に関する質問及び回答の公表 

平成 16 年 7 月 14 日  
廃棄物処理業務委託契約の雛形及び事業契約書

（案）鑑の公表 

平成 16 年 7 月 17 日  入札説明書等に関する質問及び回答 

平成 16 年 9 月 29 日  
事業者選定結果 

審査講評 
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4-3-4 事業スキーム 

                                       

 

 

            施設・サービス提供       使用料 

 
             補助                    助言   

 

                ＰＦＩ契約 

                整備業務         サービス購入費支払 

維持管理業務 

           出資・配当                 融資・返済 

 

 

 

               サービス提供        委託 

 

 

 
 
 
 
 
 

市場関係者  

神戸市  

ＰＦＩ事業者  

 

設計・建設会社  

維持管理会社  

 

スポンサー  

 
金融機関  

 

国      アドバイザー  
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4-4 新中央市民病院整備運営事業 

 

4-4-1 事業の趣旨 

 

神戸市立中央市民病院は、昭和56 年に現在地に開設して施設・設備面での経年劣

化や老朽化が進んでいることや、この間の医療技術の進歩に応じた最新の医療設備の

導入や、患者のプライバシーへの配慮など多様化する患者ニーズ等に的確に対応して

いくことが困難となっています。 

そこで、日々進歩する医療技術に適切に対応し、今後も市の基幹病院として、より

高度な医療を提供していくとともに、多様化する患者ニーズを的確に捉え、患者の視

点にたったソフト、ハードを備え、市民の求める医療を提供していくために、新たに

移転新築により整備を行うこととしました。 

また、新病院の整備・運営を実施していくに当たっては、PFI 法に基づく事業とし

て手続を進め、民間事業者の経営・技術的ノウハウを活用し、市と協働で、時代のニ

ーズにあった最適な患者サービスを提供することや、施設整備から維持管理、運営ま

でを含めた事業全体の効率化を図ることで、質の高い病院サービスの提供を図ること

としました。 

 

4-4-2 ＰＦＩ事業の範囲 

 

事業期間 約 33 年間（設計・建設期間約 3 年 3 ヶ月間、維持管理・運営期間

３０年間） 

事業方式  ＢＴＯ  
事業形態  サービス購入型  
ＰＦＩ事業

の範囲  
■統括マネジメント業務  
■施設設計・建設業務 

■施設維持管理業務 

■医療情報システム構築・運営業務 

■物流管理運営業務 

■顧客サービス業務 

■医療関連サービス業務 

■移行支援業務 
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4-4-3 事業スケジュール 

 

平成 18 年 8 月 11 日  実施方針の公表  

平成 18 年 9 月 9 日  実施方針に関する質問及び回答  

平成 18 年 11 月 13 日  特定事業の選定  

平成 18 年 11 月 15 日  入札の公告  

平成 18 年 12 月 15 日  入札説明書に関する質問に対する回答の公表  

平成 19 年 5 月 31 日  入札書類の受付  

平成 19 年 8 月 10 日  入札書の開札  

平成 19 年 8 月 15 日  
落札者決定  
審査講評  

平成 20 年 2 月 12 日  事業契約の締結  

平成 21 年 4 月 1 日  地方独立行政法人移行  

 

4-4-4 事業スキーム 

                                       

 

 

       

             補助                    助言   

 

           ＰＦＩ事業契約    設計・建設                  

                  維持管理・運営  サービス対価 

 

          業務委託契約                 融資・返済 

              

           出資 

 

                         サービス提供    

 

 

 
 
 
 
 
 

神戸市  

ＰＦＩ事業者（ＳＰＣ）  

株式会社神戸ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

利用者（患者・家族等）  

金融機関  

 

国      
アドバイザー  

（三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ

&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱）  

㈱神戸製鋼所

を代表企業と

するコンソー

シアム  
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4-5 新神戸ロープウェー再整備等事業 

 

4-5-1 事業の趣旨 

 
ロープウェーは、市街地とハーブ園を結ぶ公園施設として公社が整備し、ハーブ

園とともに供用開始しており、当初は年間約200万人の利用者がありましたが、近年

は利用者数の減少傾向（平成19年度年間約51万人）が続いており、老朽化しつつあ

る施設の大規模更新や効率的な運行システムの構築が求められている状況にありま

す。併せて、ハーブ園の魅力向上による集客力強化が求められています。 

この状況に鑑み、本事業は、民間事業者の優れたノウハウを活用してロープウェ

ー施設の更新とロープウェー及びハーブ園事業の運営を一体的に行うことにより、

財政負担の縮減や市民・観光客へのサービス向上を図ることを目的として、ＰＦＩ

手法を導入することとしました。 

 

4-5-2 ＰＦＩ事業の範囲 

 

事業期間  約 17 年間（改修１年３ヶ月・運営 16 年）  
事業方式  ＲＯ  
事業形態  ジョイントベンチャー型  
ＰＦＩ事業

の範囲  
■ ロープウェーの改修・運営  
■ ハーブ園の運営（指定管理者制度）  

 
4-5-3 事業スケジュール 

 

平成 20 年 12 月 15 日  実施方針の公表  
平成 21 年 1 月 21 日  実施方針に関する質問への回答の公表  

実施方針に関する補足説明の公表  
平成 21 年 1 月 30 日  特定事業の選定及び公表  

要求水準書（骨子案）の公表  
平成 21 年 2 月 28 日  要求水準書（骨子案）に関する質問への回答の公表  
平成 21 年 4 月 17 日  募集要項等の公表  
平成 21 年 5 月 27 日  募集要項等に関する質問への回答の公表  
平成 21 年 6 月８日  募集要項等に関する質問への回答に対する再質問へ

の回答公表  
平成 21 年 6 月 10 日  参加表明書及び資格審査申請書類の受付  
平成 21 年 6 月下旬  資格確認結果の通知  
平成 21 年 7 月 27 日～28 日  提案書類の受付  
平成 21 年 9 月 17 日  優先交渉権者及び指定管理者候補者の決定及び公表  
平成 21 年 11 月 24 日  ＰＦＩ事業に係る仮契約の締結  

指定管理事業に係る仮長期協定の締結  
平成 21 年第 4 回定例市会  ＰＦＩ事業に係る事業契約の締結 

指定管理事業に係る長期協定の締結  
平成 22 年 4 月 1 日  指定管理事業に係る指定管理協定締結（初年度）  
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4-5-4 事業スキーム 

                                       

 
             補助                    助言   

 

           ＰＦＩ事業契約     納付金   サービス対価 

           指定管理者の指定   使用料等   指定管理料 

  

           業務委託契約                 融資・返済 

            出資※ 

           

 

             運行収入、利用料金        サービス提供 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神戸市  

ＰＦＩ事業者（ＳＰＣ）  

神戸ﾘｿﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱  

ロープウェー、ハーブ園の

利用者  

金融機関  

 

国      アドバイザー  

（三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ

&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱）  

日本ｹｰﾌﾞﾙを代

表企業とする

コンソーシア

ム  



  - 98 - 

各省庁窓口、ＰＰＰ /ＰＦＩ関係ホームページ  
 

各省庁窓口 

 

■内閣府  民間資金等活用事業推進室（ＰＦＩ推進室）  
TEL: 03-6257-1654 FAX: 03-3581-9682 

 
■国土交通省  総合政策局 官民連携政策課  

TEL: 03-5253-8111（内線 24-224、24-218）  
 
 

ＰＦＩ関係ホームページ  
 
■国のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ、PFI 推進委員会、PFI 実施事例（公表資料）等に関すること  

内閣府：http://www8.cao.go.jp/pfi/ 
 
■他の自治体のＰＦＩ事業への取り組み状況等に関すること  

日本ＰＦＩ協会：http://www.pfikyokai.or.jp/ 
 
 
 
＜参考文献等＞  
・「日本版ＰＦＩのガイドライン」解説（1999.2）[日本版ＰＦＩ研究会] 

・図解 やさしくわかるＰＦＩビジネス（1999.4）[(社)新構想研究会] 

・日本版ＰＦＩガイドブック（1999.9）[光田長温他<日刊工業新聞社>] 

・自治体のためのＰＦＩ実務（1999.10）[井熊均<ぎょうせい>] 

・第三セクターとＰＦＩ～役割分担と正しい評価～（2000.2）[宮木康夫<ぎょうせい>] 

・設備投資計画の立て方（2000.7）[久保田政純<日本経済新聞社>] 

・自治体契約における実践！総合評価方式～運用からＰＦＩへの対応まで～ 

（2000.12）[井熊均<ぎょうせい>] 

・完全網羅 日本版ＰＦＩ 基礎からプロジェクト実現まで 

（2001.4）[西野文雄他<山海堂>] 

 

・新しい社会資本整備方法に関する考察～我が国へのＰＦＩ導入にあたって～

（1998.3）[㈱第一勧銀総合研究所] 

・ＰＦＩ研究会報告書（1999.3）[自治省] 

・ＰＦＩと従来型公共事業のベストミックスに関する調査報告書（1999.3）[国土庁] 

・ＰＦＩ推進研究会報告書（1999.8）[経済企画庁] 

・公共事業への民間の参入により創出される新ビジネスへの取り組みに関する調査報

告書～ＰＦＩによる公共事業の可能性～（1999.8）[DKB ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究会] 

http://www8.cao.go.jp/pfi/
http://www.pfikyokai.or.jp/
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・「次世代民活（ＰＦＩ）事業に関する報告書－プロジェクト・ファイナンスの実現に

向けて－（1999.12）[(社)日本プロジェクト産業協議会] 

・「日本におけるＰＦＩ事業とプロジェクトファイナンス」報告書概要 

（2000.2）[(社)日本プロジェクト産業協議会] 

・ＰＦＩ報告書（2000.3）[自治省] 

・地方自治体におけるＰＦＩ事業展開のための基本事項 

（2000.4）[PHP 公共経営研究会資料] 

・自治体ＰＦＩハンドブック改訂版（2009.2）［地域総合整備財団ＰＦＩ調査チーム］ 

・PPP/PFI手法導入優先的検討規程策定の手引（2016.3）［内閣府民間資金等活用事業

推進室］ 

 
・ＰＦＩ Ｑ＆Ａ（2000.7）[高知県庁ＰＦＩ検討会] 

・東京都におけるＰＦＩ基本方針（2000.12）[東京都] 

・千葉市ＰＦＩ導入指針（2001.12）［千葉市］ 

・川崎市における新事業手法（川崎版ＰＦＩ）導入実務指針（2002.5）［川崎市］  
・福岡市におけるＰＦＩガイドライン（2004.3）［福岡市］  
・名古屋市におけるＰＦＩガイドライン（2004.4）［名古屋市］ 

・仙台市におけるＰＦＩ活用指針（2006.10）［仙台市］ 

・神奈川県におけるＰＦＩの活用指針（2008.10）[神奈川県] 

 
 
・調和市立調和小学校整備並びに維持管理及び運営事業[調布市] 

・神奈川県立近代美術館新館（仮称）施設整備等事業[神奈川県] 

・千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設整備事業[千葉市]  


